
 
 

 
 

 
 

持続可能なスマートシティの 
エリアマネジメント手法検討調査業務 

 
 

報 告 書 
 
 
 
 
 
 

令和２年３月 
 

熊本県荒尾市 
（株式会社ＪＴＢ総合研究所） 



 
 

 

目次 

１．本調査の概要 .............................................................. 1 

1－1 調査の目的 ............................................................ 1 

1－2 自治体の概要 .......................................................... 1 

1－3 事業発案に至った経緯・課題 ............................................. 2 

① 対象地が抱える課題 ................................................... 2 

② 上位計画との関連性 ................................................... 3 

③  当該事業の発案経緯 ................................................... 4 

④  当該事業の必要性 ..................................................... 5 

1－4 検討体制の整備......................................................... 6 

① 庁内の検討体制....................................................... 6 

② 民間事業者の関係者との協力体制 ....................................... 6 

２．本調査の内容 .............................................................. 8 

2－1 業務の実施事項......................................................... 8 

2－2 業務の実施工程......................................................... 9 

３．前提条件の整理 ........................................................... 10 

3－1 対象地の概要 ......................................................... 10 

① 対象地の状況........................................................ 10 

3－2 機能の検討 ........................................................... 10 

① 地域住民や関係者のニーズ等の整理 .................................... 10 

４. 事業化検討 .............................................................. 14 

4－1 事業手法等の検討...................................................... 14 

① スマートシティ機能の実現可能性調査 .................................. 14 

② 主な施設・サービスの事業可能性調査 .................................. 27 

③ エリアマネジメント資金の調達可能性調査 .............................. 37 

④ 南新地地区のエリアマネジメントの仕組みのモデルの仮説検討 ............ 58 

⑤ サウンディング調査 .................................................. 61 

4－2 検討結果・結論........................................................ 64 

① 本件調査の結果得られた示唆 .......................................... 64 

② 調査結果及び示唆に基づく結論 ........................................ 69 

５．今後の進め方 ............................................................. 70 

５－1 ロードマップ......................................................... 70 

① 事業化に向けてのスケジュール ........................................ 70 



 
 

② 今後の検討事項等 .................................................... 71 

５－2 想定される課題....................................................... 72 

① その後の検討、事業化の各段階で想定される課題、懸念点等 .............. 72 

② 課題の解決のために想定される手段、検討すべき事項 .................... 74 

６．資料編 ................................................................... 76 
 

 
 
  



1 
 

１．本調査の概要 
1－1 調査の目的 

本調査の対象である南新地地区土地区画整理事業による新たなまちづく

りは、「持続可能なスマートシティ」の実現に向け、エネルギーやモビリテ

ィ、ヘルスケア、データ利活用の分野において、新技術を導入するべく社会

実験に取り組み、未利用地の利活用、交通モードの構築、観光・防災機能強

化によるまちの魅力・資産価値の向上を図るものである。 
持続可能なスマートシティとして、まちの賑わいや魅力・活力を継続して

高めていくため、エリアマネジメントの核となる事業の実現可能性や収益

性、効果を調査する。 
 

1－2 自治体の概要 
地理的優位性と潜在力 

荒尾市（以下、本市）は、熊本県の西北端に位置し、北は福岡県大牟田

市、西は有明海を隔て長崎県・佐賀県に面する人口約５万人の県境のまち

であり、九州各都市とのアクセス条件にも恵まれている。鉄道は、JR荒尾

駅から福岡方面や熊本方面に運行しており、両都市圏まで１時間程度であ

る。港湾関係では、三池港や長洲港が近隣にあり、長崎方面へのフェリー

が運航している。 

高速道路では、九州自動車道の南関IC、菊水ICが最寄りのインターチェ

ンジとなり、地域高規格道路である有明海沿岸道路の三池港ICを利用すれ

ば、佐賀方面へのアクセスも良い環境にある。また、有明海沿岸道路の延

伸により、本市へのインターチェンジ整備が実現すれば、更なる利便性向

上が期待される。（平成27年度に有明海沿岸道路荒尾北インターチェンジ

（仮称）が南新地地区内に設置されることが決定） 

利便性向上により、公共交通機関や高速道路等を利用して、通勤通学が

しやすく、定住人口や交流人口の拡大を図るための潜在力を備えている。

また、中国など東アジア諸国とも近接しており、文化や観光による交流を

通じて、国際的にも発展する可能性を秘めている。 

 

自然環境と都市機能のバランスの良さ 

本市の市域は東西10km、南北7.5km、面積は57.37k㎡と、コンパクトな

都市であり、東部の小岱山から西の有明海にかけてなだらかな丘陵が起伏

する、豊かな自然と生活関連機能を兼ね備えた、バランスの良いまちであ

る。市内には、荒尾市民病院をはじめ、医療機関や福祉施設などが数多く

あり、文化センターや運動公園など文化・スポーツ施設、買い物などの生
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活環境が充実している。また、自然災害も少なく、安全で暮らしやすいま

ちである。 

 

豊富な地域資源 

ユネスコ世界文化遺産に登録された万田坑など三池炭鉱関連施設をはじ

め、西日本有数の遊園地であるグリーンランドを中心に温泉施設やゴルフ

場などの観光・交流施設が集積している。また、孫文の成し遂げた辛亥革

命を支えた宮崎兄弟の生家・資料館施設や、渡り鳥のオアシスとしてラム

サール条約に登録された荒尾干潟など、歴史・文化・自然の面で豊富な地

域資源を有している。 

産業面では、甘さとジャンボさが特徴の荒尾梨や養殖海苔が代表的な農水

産物で、近年は新たな特産品としてオリーブの栽培を奨励している。製造業

では、繊維産業、食品、工業薬品、精密電子部品など、高い技術力をもった

企業が活躍している。他にも、国の伝統的工芸品である小代焼など、バラエ

ティに富んだ産業がある。 

 
1－3 事業発案に至った経緯・課題 
① 対象地が抱える課題 

南新地地区（以下、当地区）は、今後の人口減少・超高齢化社会に備えた

コンパクトなまちづくりに向け策定した荒尾市立地適正化計画（2017 年 3
月）において、市の将来を支える中心拠点「荒尾駅周辺地区（都市機能誘導

区域）」に位置づけられており、大規模未利用地の効果的な活用が求められて

いる。また、都市機能誘導区域かつ地域高規格道路の IC 整備が決定してい

る広域幹線道の結節点である当地区への道の駅の整備を通じた交流人口拡

大・地域経済活性化に加えて、グリーンランド（西日本最大級の遊園地）・万

田坑（世界文化遺産）・荒尾干潟（ラムサール条約湿地）など地域観光スポッ

トの回遊性向上も求められている。 
 
本市における 75 歳以上の人口は 2030 年まで増加し続ける見込みであり、

それに伴う医療需要や介護需要の増加を見据えた健康づくりの推進が求め

られている。また、路線バス等の利便性低下の抑制、公共交通の維持に要す

る財政負担増加の抑制等の観点からは、交通弱者をはじめ、あらゆる人が快

適に移動できるよう、路線バスやオンデマンド相乗実証実験等を通じたタク

シー等の最適な交通モードの構築が求められている。 
 
石炭のまちとして発展した本市には、現在、大規模な再生可能エネルギー
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発電所等の立地が進んでおり、電力を地域で消費する地産地消・域内経済好

循環の仕組みづくりが求められている。また、2016 年 4 月の熊本地震を契

機として、市民の防災・減災に対する意識が高い中、北海道胆振東部地震で

の大規模停電も相まって、蓄電池や次世代自動車（ＥＶ等）の導入促進によ

るエネルギーマネジメントによる災害に強いまちづくりも求められている。 
 
② 上位計画との関連性 
 本市の最上位計画であり、地方版総合戦略を兼ねる、『新・第５次荒尾市総

合計画』において、人口減少や超高齢社会の対応、地域経済の活性化などの

課題を克服するための重点戦略『あらお未来プロジェクト』を定め、まちの

創生に関する施策として、「しごと」と「ひと」の好循環の舞台となる、環境

に優しく、高齢者が歩いて暮らせ、子育てしやすい魅力ある未来志向の都市

モデルを構築することを目指している。具体的には、都市のコンパクト化の

推進や、地域公共交通ネットワークの適正化、地域高規格道路である有明海

沿岸道路の整備促進、当地区土地区画整理事業を通じた中心拠点の再生、地

域の防犯・防災能力の強化、エネルギーの地産地消の推進などを重点戦略と

している。 
 また、荒尾市立地適正化計画では、総合計画との整合を図りつつ、都市づ

くりの基本方針を『スマートコンパクトシティあらお』としており、今後加

速度的に進行する人口減少・少子高齢化にしなやかに対応し、将来にわたっ

て活力ある荒尾を維持するため、「まち」に活力を取り戻し、市民が安心して

暮らせる、「しあわせ」を実感できる「人幸増加都市」を目指すこととしてい

る。 
 併せて策定している荒尾市地域公共交通網形成計画においても、将来都市

構造のイメージは、都市と自然の調和を背景として、２つの中心拠点（荒尾

駅周辺、緑ケ丘地区周辺）を核として、日常生活の利便に資する都市機能が、

主要な公共交通軸沿線に集積する都市構造を、公共交通ネットワークの維

持・強化と連携して実現することにより、人口減少下においても、誰もが快

適に安心して暮らせる都市を目指している。 
 これら、総合計画や立地適正化計画及び地域公共交通網形成計画の将来像

や基本方針を具体的に実現するため、本市では、廃止した競馬場の跡地を有

効活用して、中心拠点である荒尾駅周辺における先導的な開発地「南新地地

区」を新たな都市機能誘導の重点地区として、平成 28 年度から約 34.5ha の

土地区画整理事業を推進している。令和元年８月には、地区のまちづくりの

コンセプトをまとめた「南新地地区ウェルネス拠点基本構想（以下、基本構

想）」を策定したところであり、道の駅や、子育て世代を包括的に支援する施
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設の整備についても検討を進めている。 
 当地区は、熊本県の北の玄関口として、また、本市の顔・ゲートウェイと

して、新たな都市機能の集積を図り、第４次産業革命技術により生活が変わ

る「Society5.0」を体感できるまち、活動（使いたい時間）の充実に必要なヒ

ト・モノ・コト・カネ・情報が集まるまちを目指すとともに、当地区のまち

づくりが、中心拠点である荒尾駅周辺全体の活性化や、市域全体に活力を波

及させることを目指している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：南新地地区ウェルネス拠点基本構想の位置付け 
 
③ 当該事業の発案経緯 
  2011.12 荒尾競馬事業廃止、跡地の活用について検討を開始 

2012.12 外部有識者などによって構成される「荒尾競馬場跡地活用 
検討委員会」から跡地活用の基本コンセプトの提言を受け、 
その後も競馬場跡地を中心に周辺地域の整備検討を進める 

2016.3  土地区画整理事業区域の都市計画決定 
2016.11 土地区画整理事業の事業認可 
2017.3  立地適正化計画の策定（都市づくりの基本方針を『スマート 

       コンパクトシティあらお』とする）、都市機能誘導区域に設定 
2018.3  第 1 回仮換地指定（コアゾーンの仮換地指定が完了しており、 

       立地を希望する事業者を募集することが可能な状況） 
2019.5  国土交通省スマートシティモデル事業「重点事業化促進 

       プロジェクト」に選定される（持続的なまちであり続けるため

の仕組みの検討についても提案） 



5 
 

④ 当該事業の必要性 
当地区は、国土交通省スマートシティモデル事業重点事業化促進プロジェ

クトの対象地区であり、スマートシティ実現の核かつ社会実験を実施するフ

ィールドでもある。 
まちづくりの課題については、下に記す図「南新地地区ウェルネス拠点基

本構想 まちづくりの課題」でまとめられたように、人口減少による暮らし

やすさの低下、地域の活力の低下、都市経営の厳しさ、地域のブランディン

グ不足などが挙げられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図：南新地地区ウェルネス拠点基本構想 まちづくりの課題 
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当地区のまちづくりにおいては、スマートシティの実現により、健康寿命

の延伸と人口減少の抑制、生活の質の向上、地域経済の活性化、地域ブラン

ドの認知拡大を中心とした課題解決を図っている。スマートシティの実現に

向けては、データ利活用やモビリティ、ヘルスケア、エネルギー等の分野に

おいて、新技術を導入するべく、ルール作りの段階から民間事業者・住民と

対話を実施して、エリアマネジメント組織を形成することで、人口減少時代

においても持続可能なまちづくりを推進することとしている。 
エリアマネジメント組織を形成するに当たっては、核となる事業の実現可

能性や収益性、効果を明らかにする必要がある。その上で、計画初期から官

民連携で組織するエリアマネジメント組織の適切な体制や運営の方法、特に

資金の調達方法などについて整理する必要があり、また、民間事業者の参画

意向についてもサウンディングする必要がある。 
1－4 検討体制の整備 
① 庁内の検討体制 

当地区のまちづくりについて、庁内の情報共有、連絡調整、迅速な意思決

定及び官民連携をはじめとした各施策の進捗管理を目的とした「ウェルネス

拠点整備推進本部」を令和元年９月に設置。市長を本部長とし、全ての関係

部署所属長を本部員としている。 
本調査については、「スマートシティ推進室」が担当し、月例のウェルネス

拠点整備推進本部会議において、情報共有や連絡調整、意思決定を行う。 
スマートシティ推進室：課長級 1 名（兼務）、係長級 1 名（兼務）、担当 1 名

（兼務） 
② 民間事業者の関係者との協力体制 
あらおスマートシティ推進協議会 
スマートシティの実現に向けて、地域課題の解決に資する実証の推進、実

証を踏まえた実装に向けた検討、実証・実装成果の他自治体等への普及展開

などを行う産官学による組織として令和元年８月に設立。 
先進的技術の実証・実装による荒尾市の地域課題の解決を通じて、人と人

との交流とテクノロジーを通じて時代を先駆ける価値を共創しながら、まち

の人、まちを訪れる人、誰もが安全に幸せを感じて心身ともに良好な状態を

持続できる都市を実現することを目的とする。 
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図：あらおスマートシティ推進協議会 体制図 
 
地元団体との当地区まちづくり意見交換の場 
令和元年１２月から地元の商工会議所とのまちづくりに関する意見交換

の場を設けた。まちのデザインや事業への参画、エリアマネジメントについ

ても意見交換を行うこととしている。 
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２．本調査の内容 
2－1 業務の実施事項 
① スマートシティ機能の実現可能性調査 

② 主な施設・サービスの事業可能性調査 

③ エリアマネジメント資金の調達可能性調査 

④ 南新地地区のエリアマネジメントの仕組みのモデルの仮説検討 

⑤ サウンディング調査 
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2－2 業務の実施工程 
下記工程を基に本事業を遂行。 

 
 

大分類 中分類

①エネルギー×モビリティ

防災拠点機能を担う道の駅等への
太陽光発電や蓄電池・ＥＶ・エネル
ギーマネジメントシステム導入に関す
る実現可能性を検討する

②生体計測センサー×ヘルスケ
ア

＜日常人間ドック＞
市民を巻き込んだワークショップ等を
通して現構想(魔法の鏡,血流動態
センサーetc.)のニーズ把握及びアイ
デア発想を行なうと同時に、医師会な
ど関係者との協議などを通して実現
可能性の検討を行なう

＜パーソナルデータエコシステム＞
市民を巻き込んだワークショップを通し
て現構想(多剤処方,母子手帳での
パーソナルデータ活用)の受容性確認
を行なうと同時に、医師会など関係
者との協議を通して実現可能性の検
討を行なう

①エリア内における主な施設・
サービスの整理

ウェルネス拠点基本構想やスマートシ
ティ事業構想を踏まえ、それを構成す
る施設・サービス（道の駅、温浴施
設、子育て支援施設、宿泊施設、
商業施設類、公園etc.）や、付随
して必要な事業（交通サービス、上
下水道、エネルギー関係 etc.）を洗
い出し整理する

②主な施設・サービスの事業可
能性調査

主な施設・サービス（道の駅、温浴、
宿泊etc.）について、どのような維持
管理方法、概算収支、収益事業、
運営資金の調達方法があるか、一
般的な事例を調査し整理する

③エリアマネジメント資金の調達
可能性調査

資金の調達方法など、一般的にどの
ようなエリアマネジメント方法があるか
調査し整理する

④エリアマネジメント組織の役割
の明確化

ウェルネス拠点基本構想とスマートシ
ティ事業構想及びエリマネ事例調査
を踏まえ、エリアマネジメントの目的、
対象範囲、役割(＝機能)を関係者
との協議を通して明確にする

⑤持続可能なエリアマネジメント
組織の体制・運営の仕組み検
討

エリアマネジメントの目的、対象範
囲、役割(＝機能)を踏まえ、運営タ
イプの比較検討、組織の体制案やＢ
ＩＤなどの受益者負担方法など、持
続可能なエリアマネジメント運営方法
について、関係者と協議を行いながら
検討する

民間事業者への参画意向調
査

主な施設・サービスを担う事業者の候
補をリストアップし、インタビュー等を通
して本事業への参画意向を調査する

報告書作成

活動項目

業務内容

1)
スマートシティ
機能の実現
可能性や効
果の調査

2)
エリアマネジメ
ントのルール・
仕組み作りの
準備

3)
サウンディング
調査

2019年度

10月 11月 12月 1月 2月 3月

構想・計画の立案

ワークショップ・アクションリサーチ

WS
▼

医師会協議

▼

分析・考察

WS （時期未定）
▼▼

事業化推進、調査・分析、関係者協議

構想全体の整理

施設・サービスの洗い出し

事例調査

分析・考察・まとめ

事例調査

分析・考察・まとめ

エリマネ役割検討

事例調査

分析・考察

事業者候補リストアップ

事業者インタビュー 分析・考察

有識者協議（東大、東北COI）
▼

関係者協議（時期未定）

▼

関係者協議（時期未定）

▼

エリマネ在り方検討

分析・考察

報告書作成
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３．前提条件の整理 
3－1 対象地の概要 
① 対象地の状況 

本事業対象地区である当地区は、本市の北西部に位置し、旧荒尾競馬場の

跡地が大半を占め、現在土地区画整理事業実施中（面積約 34.5ｈａ）。 
荒尾市立地適正化計画における中心拠点「荒尾駅周辺地区（都市機能誘導区

域）」に位置し、かつ、地域高規格道路の IC 整備が決定している広域幹線道

の結節点に位置する大規模未利用地。当該地域は、地域観光スポットの回遊

性向上も求められている。 
国土交通省スマートシティモデル事業重点事業化促進プロジェクトの対

象地区であり、スマートシティ実現の核かつ社会実験を実施するフィールド

でもある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3－2 機能の検討 
① 地域住民や関係者のニーズ等の整理 
基本構想における「まちづくりのコンセプト」 
（１）持続可能なウェルネス拠点となるために 
ウェルネスとは「輝くように生き生きしている状態（Dunn, 1959）」、「身体

的、精神的、そして社会的に健康で安心な状態（Global wellness Institute, 
2015）」等と定義されている概念である。つまり、体の健康だけでなく、心

の健康、そして、社会などといった人を取り巻くすべての環境的なものを含

む健康の拡張概念となる。近年の人口減少社会において、広く使われはじめ
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た「持続可能性」という言葉は、1987 年、国連の報告書において、

「「Sustainable Development（持続可能な開発）」とは、将来世代のニーズ

に応える能力を損ねることなく現在世代のニーズを満たす発展」と定義され

ている。地区におけるウェルネス拠点づくりが一時的な賑わいに終わらず、

持続的に発展していくためには、将来的にこの地域に移り住むであろう、潜

在的な居住者や来訪者の価値観やニーズを反映させることが大切である。 
 
（２）これまでのまちづくりコンセプト 
当地区において実施する土地区画整理事業は、「荒尾駅周辺」の先導的な開

発地として、「人・自然・新たな交流を育む ウェルネス拠点」をまちづくり

コンセプトとし、子どもからお年寄りまで全ての人々が、心豊かに健康で快

適に過ごせる居住環境・交流環境を創出し、有明海の豊かな自然環境や交通

利便性など、地区の魅力を最大限に活かして人の流れを創り、人の流れが創

る交流と賑わい、交流と賑わいが生む仕事や居住など、たくさんの「幸」循

環を支えるまちを創生するものとして土地利用を計画している。本構想で

は、「荒尾ならではのウェルネス」を探求し、そこにしかない「価値」の創造

により他との差別化を図るため、ウェルネス拠点が果たす機能的な側面を加

えたうえで、新たなまちづくりコンセプトを明確化し、まちの将来像を描く。

「荒尾ならではのウェルネス」を体感してもらうことによって、地域住民は

もとより、あらゆる世代、あらゆる地域の人達に楽しんでもらい、「理想的な

生活」への到達を目指す。 
 
（３）コンセプトキーワード 
来訪者等のニーズを分析した上で、「荒尾ならではのウェルネス拠点」が目

指すまちづくりのコンセプトを導き出し、将来的に住む人、訪れる人の要求

する機能を検討するために、市民等へのヒアリングや荒尾市関係職員の横断

的なワークショップを通して、「アクティブ」「リラックス」「自然的」「都会

的」「先進的」という 5 つのまちづくり要素を設定した。 
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図：コンセプトキーワード 
 

（４）新たな「まちづくりコンセプト」 
ゆったり「リラックス」もできつつ「アクティブ」に運動して健康にもな

れる、「自然的」な雰囲気を味わいつつも「都会的」な洗練されたセンスも感

じることができる、至るところで「先進的」なテクノロジーやサービスを体

験できワクワクできる、といったような 5 つの要素が融合された場所にする

ことで、飽きることなく、何度も訪問したくなるようなまちにしていく。こ

れらの要素に、本市（当地区）ならではの情景・情緒を織り込み、新たなま

ちづくりコンセプトを以下のように設定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：荒尾市南新地地区まちづくりコンセプト 
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「ウェルネスタウンあらお」には、有明海に面した豊かな自然環境がある。 
都会にないゆったりとした時間のなかで、こころとからだを癒し、明日への

活力を生み出す空間づくりと、居住者や来訪者の自己啓発につながる機能を

備えながら、暮らしやすいだけでなくワンランク上のライフスタイルが実現

できるまちを目指す。新たに基盤整備からスタートする広大な空間を活かし

ながら、ここにしかない発見や体験を提供し、市民や来訪者に愛されるまち

づくり、持続的な地域経済の発展を実現する。 
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４. 事業化検討 
4－1 事業手法等の検討 

①  スマートシティ機能の実現可能性調査 
スマートシティ機能に関する取り組み状況 
本市では、先進性と持続可能性を兼ね備えた場としての価値向上に向けて

スマートシティ計画を進めている。対象とする領域は前章にて示したよう

に、ヘルスケア、エネルギー、モビリティの 3 つのサービス分野が中心とな

っており、その３つのサービス分野をガバナンスとエリアマネジメントが支

える形態を想定する。本市は、これらの領域において、通信ネットワーク技

術とセンシング技術、データの分析・予測、見える化技術などの基盤技術と、

これらの技術を融合・活用した応用技術の導入・展開を予定している。 
現在、本市が目指すスマートシティの実現に向けた全体構想の検討を進め

ている段階ではあるが、それと同時に個別領域のコンセプト検討や実証実験

が並走している状況である。例えば、モビリティ領域ではオンデマンド交通

の POC（proof of concept）を実施し、本格的な事業化に向けての準備を進

めている。また、エネルギー領域ではすでに太陽光発電による地産地消型エ

ネルギービジネスが事業化されており、今後の連携事業拡大に向けて検討を

進めている。一方、ヘルスケア領域では、受診歴、個人の健康状態など個人

情報に触れる可能性が高いセンシティブな領域であるため、導入に対する社

会受容性を確認することが重要であることから、それに関わる調査を行って

いる。以下では、各領域の取り組みとスマートシティ機能としての実現可能

性について確認する。 
まず、エネルギー領域においては、2017 年 11 月に本市、三井物産及びグ

ローバルエンジニアリングが「地域エネルギーの有効活用等を中心としたま

ちづくりに関する連携協定」を締結しており、電力の地産地消による持続的

なまちづくりの推進・実現の一助となることを目指し、関連事業を展開して

いる。蓄電池等を活用したエネルギーマネジメント事業、次世代自動車等の

電動インフラ関連の事業などに取り組んでおり、市所有の公共施設、民間事

業者の電力料金の削減や電力の地産地消に伴う地域経済好循環の実現と

CO2 の削減、そして非常用電源としての貢献が期待される。さらに、IT 教

育機会の創出による人材育成／次世代自動車等の普及促進による先進的な

まちづくりや企業誘致、分散型・地産地消型エネルギーモデルの実現機会の

創出、電動化や IoT 教育関連等の次世代型ビジネスの検討機会の創出の効果

も期待されている。 
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図：連携協定事項（出所：あらおスマートシティ推進協議会設立総会三井

物産発表資料より） 
 
現在、エネルギー領域では、再生可能エネルギー、特に PV（Photovoltaics

の略で、太陽光発電のこと。）による発電や蓄電池による BCP（Business 
Continuity Planning の略で「事業継続計画」を意味する。）対策、DR
（Demand Response の略で、需要家側エネルギーリソースの保有者もしく

は第三者が、そのエネルギーリソースを制御することで、電力需要パターン

を変化させること。）によるエネルギーマネジメント等の施策が想定されて

おり、これらの要素技術とセンシングテクノロジー、通信技術をかけ合わせ

ることで各種データの収集・保管・活用が可能になり、データを活用したエ

ネルギー需給と供給の最適化、環境負荷低減などのスマート化が実現できる

と想定している。 
次に、モビリティ領域では、地方都市の共通問題である交通弱者、買い物

弱者問題の解決に向けた取り組みを行っている。例えば、将来的には路線バ

スとの共存を目指した持続可能な公共交通網の構築を目指し、配車アプリ及

び AI 等を活用して複数の利用者を 1 台のタクシーにマッチングし最適な配

車を自動で行うオンデマンド型タクシーの実証実験を 2019 年 9 月の 1 か月

間にわたり実施した。 
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図：オンデマンド型相乗りタクシー実証実験概要（出所：あらおスマート

シティ推進協議会設立総会三井物産発表資料より） 
 

今後は、より広範囲な MaaS の展開や、交通物流マネジメントシステム構

築、CASE 技術が搭載された車両の導入に伴う移動という概念に対するパラ

ダイムシフトが加速すると考えられる。これらの新しいテクノロジーと、そ

のテクノロジーから起因するデータは、住民や来訪者のより賢い移動を可能

にする。 
また、エネルギーとモビリティ領域は親和性が非常に高く、一般にスマー

トシティの事例においても共通のコンセプトの上で議論されることが多い。

当市においてもこれら２つの領域の機能とテクノロジー間の連携により、省

エネルギー、災害対策、交通弱者や買い物弱者問題、ラストワンマイル等、

直面している多くの社会課題の解決を狙う。 
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図：次世代型エネルギー・モビリティ領域でのスマートシティ化に向けた取

組（出所：あらおスマートシティ推進協議会設立総会三井物産発表資料より） 
 
ヘルスケア領域に関する実現可能性調査 
ヘルスケア領域では、本市近郊の住民・関係者とのワークショップを通し

てスマートシティ機能としての可能性および社会受容性の確認を行った。下

記に、実施した調査の概要とその結果、そして考察についてまとめる。 
 
【目的】 
本市におけるスマートシティ機能の仮説である「さりげないセンシン

グと日常人間ドック」と「パーソナルデータエコシステム（Personal Data 
Ecosystem、以下 PDE）」について、本市の住民・関係者の意見を収集し

て、その受容性を確認し考察する。 
 
【実施内容】 
本市近郊の住民・関係者とのワークショップを通して、あらおスマート

シティで想定している機能の仮説を認知頂くと同時に、ユーザー視点で

の意見（活用できる点や課題）を収集する。 
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■ワークショップ概要 
ワークショップ１ 

日時 2019 年 11 月 13 日（水） 8:50～12:00 
場所 有明工業高等専門学校 
参加者 有明工業高等専門学校 情報システムコース 4 年生 45 名 
内容 １． あらおスマートシティの未来像（仮説）の説明 

(ア) PDE 
(イ) さりげないセンシングと日常人間ドック 

２． ワークショップ（意見洗い出し） 
風景 

 
 
 

ワークショップ２ 
日時 2019 年 11 月 13 日（水） 13:30～15:30 
場所 荒尾市役所 
参加者 荒尾市民（20 代～70 代の男女） 28 名 
内容 １． あらおスマートシティの未来像の仮説の説明 

(ア) PDE 
(イ) さりげないセンシングと日常人間ドック 

２． ワークショップ（意見洗い出し） 
風景 
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■あらおスマートシティ機能の仮説 
○さりげないセンシングによる日常人間ドック 

 
図：目指すべき将来の姿（出所：あらおスマートシティ推進協議会設立総会

（2019）での COI 東北拠点 和賀巌氏の発表資料より） 
 

・案）血流動態センシング 
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図：目指すべき将来の姿（出所：あらおスマートシティ推進協議会設立総会

（2019）での COI 東北拠点 和賀巌氏の発表資料より） 
 

  ・案）魔法の鏡 

 
図：目指すべき将来の姿（出所：あらおスマートシティ推進協議会設立総会

（2019）での COI 東北拠点 和賀巌氏の発表資料より） 
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○PＬＲ 

 

 
図：PLR（Personal Life Repository）（出所：あらおスマートシティ推進協議

会設立総会（2019）での東京大学 橋田浩一教授の発表資料より） 
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【ワークショップ結果】 
本市近郊の住民の率直な意見を収集した。サマリを以下に記す。 

 
○さりげないセンシングと日常人間ドックに対する主な意見 
活用できる点 課題 
・普通に生活している中でさりげな

く健康管理できれば、医療費の抑制

や健康寿命の延伸に繋がる。 
・病院に検査に行かずとも健康状態

を知ることができれば重症化を防ぐ

こともでき医療費抑制に繋がる。 
・人間ドックに行く暇のない人が活

用できる。 
・意識せず健康データをとれるとこ

ろが非常に良い。 
・自発的にデータ取る健康意識の高

い人とそうでない人とで健康データ

を共有すれば、健康意識の醸成に繋

がるのでは。 
・日常の健康状態を踏まえ、AI で保

健指導してくれるとさらによい。 
・子供にセンサーを付けて、保育士

と親がその情報を把握できれば子供

の病気の兆候が分かり早い対応が可

能になる。 
・独居老人や日中家に一人でいる子

供をセンシングして健康状態を把握

できると安心。 
・高齢家族の見守りに活用できると

良い。 
・健康に興味関心がない人達の健康

意識を醸成することに繋がる。 

・機器のトラブルに対応できる

か。 
・費用負担がどうなるか。 
・センサーを体に何個も付ける

のは大変。普及の障害になりう

る。 
・建物や設備にセンサーを埋め

込むと、技術的な陳腐化への対

応（交換など）が大変になるので

は。 
・健康の取り組みが一過性のブ

ームで終わらないよう対策を検

討しておく必要あり。 
・荒尾の地域性や環境を活かし

たサービスを構築できないか。 
・把握した健康状態から正しい

判断ができるかどうか。正しい

健康知識を持つことが大事。 
・イニシャルコストがかかるの

では。 
・運営する企業の持続可能性が

課題になってくると思う。 
・センサーの精度、その設置/管
理が課題になると思う。 
・個人情報を勝手に取得される

ことに対する不信感をいかに無

くすか。そのための仕組みづく

り。 
 
総じて興味・関心は高く、大半が好意的な意見であった。健康管理とし

ての使い方以外に、高齢者の見守りなど、応用的な使い方の意見もあり。
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導入・運営のやり方、費用面、個人情報の扱い等についての懸念の声があ

り、深掘検討していく必要ある。 
 

○PDE に対する主な意見 
活用できる点 課題 
・個人情報を本人に帰属させてサ

ービスを自動でマッチングする、

というのは合理的で、サービスの

質向上も期待できる。 
・病院の医療データを持ち歩き、ヘ

ルスケアサービスとマッチングさ

せるのは分かりやすく有用。 
・個人情報保護の観点では理想的

な仕組み。 
・複数の病院にかかっていても、病

院間で情報共有してもらえれば安

心。 
・医療・福祉の分野は地域の機関が

データを持っているので導入しや

すいのでは。 
・ランニングコストが低いのは良

い。 
・新たなビジネスを創出できるの

ではないか。 
・ネット通販やキャッシュレス決

済で事業者に購買情報を知られず

に日常生活ができるようになれば

安心。 
・荒尾市で先進的な取り組みを進

められることは良いこと。 
・食事メニュー、オシャレ、観光案

内、教育、医療などでの活用を期待

できる。 

・高齢者は情報機器に対してアレ

ルギーを持っている人もいるの

で、簡単な操作でサービスを享受

できる必要ある。 
・費用がどれくらいかかるのか気

になる。 
・安心安全であることが分かりや

すいこと、また使いやすいことが

大事。 
・個人情報にマッチングさせるサ

ービスの種類をどのように増やし

ていくか。行政の公的サービスは

イメージできるが、民間事業者の

サービスは可能なのか。 
・個人で全てのデータを持って管

理することは逆に不安あり。 
・利用者を如何に拡大していくか。 
・個人情報が本当に正しいデータ

なのかは他人は分からない。デー

タの信頼性の担保が必要。 
・人間がデータを扱う以上、情報流

出のリスクは残るのでは。 
・プラットフォーマーに情報が集

約されることによる怖さ、デメリ

ットが広く国民に理解されていな

い。 
・特定のアプリに依存すると安全

性、安定性が不安。 
・既に大量のデータを持っている

大企業との協力関係を築けるか。 
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個人情報が乱用されなくなる安心感や、新しいサービス・ビジネスへの

期待感があり、総じて好意的な反応であった。具体的にどのようなサービ

スとして住民に提供されどんなメリットがあるのか、なぜ安心安全な仕

組みなのか、などを分かりやすく説明・啓蒙していくことが必要である。 
 
【エリアマネジメントに係る考察】 
 住民の生活データや個人情報を基にした新しいサービスについて、本

市近郊住民の受容性は概ね有ることを確認した。今後はスマートシティ

をサービスとして具体化し、当地区を主要な舞台として実証実験を繰り

返しながら、本市及び当地区に適したサービスになるようブラッシュア

ップし実装していくことが求められる。エリアマネジメント組織は、実証

実験や実装がスムーズに進むようリードする役割も持つ必要がある。 
 
 また、サービスとしてのスマートシティ（SCaaS：Smart City as a 
Service）が荒尾市に実装されることによる社会的な影響を分析・考察し

た。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図：スマートシティの実装による社会的影響分析（因果ループ図） 
スマートシティサービスが本市で上手く実装できれば、下記のような

好循環を生むことが見込めると推察する。 
 
・健康増進や利便性向上など QOL 向上による住民の満足度向上 
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・生活データや個人情報の集積によるスマートシティ機能の充実化 
・データビジネスでの収益化によるエリアマネジメント組織の持続可

能性向上 
・エリアマネジメント活動の活発化によるエリアの魅力向上 
・先進的なブランドイメージで来訪者が増えることによる地域経済の

活性化 
・当地区での雇用創出による本市の人口減少の抑制 
等 

 
 
上記のとおり、ヘルスケア、エネルギー、モビリティの 3 つのサービス領

域ではスマート化に向けて要素・技術の導入が予定されている又はすでに実

行されつつある。図「荒尾市におけるスマートシティ機能と構成要素」に、

現在本市において導入されはじめた要素・技術、さらには今後導入が必要と

される要素・技術、そしてそこから得られるデータの種類と、それにより実

現が想定される機能を示す。 
 

 
図：荒尾市におけるスマートシティ機能と構成要素 

 
これらの個別領域の要素・技術はガバナンスとエリアマネジメント領域の

要素・技術により統合され、スマートシティとしての最低限の機能は実現で

きると考えられる。しかしながら、現段階のスマートシティモデルは都市主

導型の課題解決に必要な技術を適用するインフラ及び技術中心の過渡期モ

デルに過ぎなく、持続可能なスマートシティモデルとは言えない。持続可能
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なスマートシティとして発展させるには、データを基盤にしたより精度の高

い意思決定システムを構築するとともに、住民が主体性をもって積極的にス

マートシティの形成に参画することが必要である。今後、利害関係者の積極

的な関与を促し、行政、住民、そして民間事業者が価値を共に作っていく価

値共創型スマートシティを目指し、その仕組みをブラッシュアップしていく

ことが必要であり、本市はあらおスマートシティ推進協議会を中心にこれに

関わる議論と検討を重ねており、スマートシティ構想の拡張、深化に努めて

いる。 
なお、スマートシティ機能導入に伴う事業の収益性や事業者の関心度合い

等に関しては、本項以降のサウンディング調査を踏まえた考察にて記載す

る。 
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② 主な施設・サービスの事業可能性調査 
【背景】 
近年、少子高齢化や産業構造変化などにより地方都市の縮小や衰退が加速

している。このような状況に伴い、地方行政では住民が十分に満足できる公

共サービスやインフラを提供できるだけの歳入が減少しつつあり、行政の努

力だけでまちを持続可能にすることはもはやは困難な局面にさしかかって

いる。こういった状況を打開し、まちの持続性を確保するためには民間事業

者の協力が欠かせない。国際連合の持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals、以下 SDGs）でも、包括的な経済成長、仕事の創出、持

続可能なインフラの開発や金融サービスの接近性の向上など、民間部門との

協力がなくては達成できない目標が多数含まれており、行政の積極的な投資

だけでなく民間部門財源の誘致も欠かせない。 

このような背景の中、公共サービスのあらゆる分野において、日本のみな

らず世界各国でも公共事業の民間事業者への解放・連携が活発に行われてお

り、PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ：官民連携）が、公

共部門と民間部門の価値共創の重要な概念として台頭し、注目を浴びてい

る。 

PPP の定義は国や、団体によって少しの表現の違いはあるものの、同じよ

うなコンテキストで理解されている。日本では一般的に PPP の代表的な一つ

の手法として PFI（プライベイト・ファイナンス・イニシアティブ Public-

Finance Initiative、以下 PFI）が取り上げられることが多い。PFI は、公共

施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間事業者の資金とノウハウを

活用し、公共サービスの提供を民間事業者主導で行うことで、効率的かつ効

果的な公共サービスの提供を図るという考え方であり、｢小さな政府｣や｢民

営化｣等行政財政改革の流れの一つとして捉えられる。 

日本 PFI/PPP 協会では、PPP を「公民が連携して公共サービスの提供を行

うスキーム」であると定義する。PPP は、公共サービス事業の開発において

民間事業者がオフィシャルな利害関係者として参画し、パートナーシップを

結ぶことによって限りのある資源を有効に活用しより効率化を図るととも

に、民間事業者同士の協力を通じた関係づくりを可能にすることで持続可能

性を高めるといった役割を果たす。 

 

 

表：主要国際機構及び先進国における PPP の定義 

（出所：OECD Public-private partnership: In pursuit of Risk sharing 

and value for Money(2008)） 
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主要機関 PPP 定義 

OECD 政府（サービス提供）と民間（収益）の目的が一致する（利害関

係の接点がある）事業において、民間部門がサービスを提供し、

リスクを分担すること 

ADB インフラ及びインフラ関連サービス提供における公共・民間事業

者の協力をいい、民間事業者はリスクを分担することで費用を最

小化すること 

IMF 経済、社会部門インフラプロジェクトを遂行する際、民間事業者

がインフラを提供し、政府はインフラ事業に伴うリスクを民間事

業者に移転すること 

EC 公共部門と企業が協力し、インフラ建設と改善及び維持管理サー

ビスを提供すること 

日本 公共的な事業を官、民、市民が連携して行うこと 

イギリス 公共部門が財源を調達し、民間部門は発生可能なリスクを負担す

ること 

 

開発における PPP の形式も時代とともに変化してきており、PPP という概

念は公共部門のレガシーなチャネルによる調達の方法に比べて革新的であ

ったため関心が高まり、それ以降 BoP ビジネス（（Base of the Pyramid の略

で、最下層の低所得者層を指し、BoP 層のニーズに対応した商品を開発・販

売することを BOP ビジネスという。）や、CSV（Creating shared value の略

で、企業が、社会ニーズや問題に取り組むことで社会的価値を創造し、その

結果、経済的な価値も創造されること。）のような新しい概念が台頭し、これ

らの概念に基づいたビジネスモデルが創出され、PPP は変貌を繰り返してい

る。PPP には、PFI、指定管理者制度、市場化テスト、公設民営（DBO）方式、

さらに包括的民間委託、自治体業務のアウトソーシング等も含まれる。 

最も代表的な PPP の事例としては、公共部門が提供する鉄道や道路、港湾、

下水道やその処理施設、病院や学校のような社会インフラの構築とそのサー

ビスの提供において民間部門が参画し、提供するものが挙げられる。近年の

PPP のトレンドとして注目されているのが BoP や CSV という概念であり、こ

れらは今までのPPPにおける受動的、消極的だった民間事業者のスタンスを、

より積極的に変えて、事業の持続可能性を向上させるとともにすべての利害

関係者にとってのメリットを最大化できるように企業のコアビジネスを PPP

事業にかけ合わせるようなアプローチである。PPP の実績は国や地域によっ

て異なるが、世界的に見ても PPP は成長セグメントであり、複数のセクター

の有効なツールとして広がりが堅調である。 
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表：PPP のグローバルトレンド（出所：USAID） 

Sector Sub-sector PPP 形式 

交通 空港、道路、鉄道 

PFI, Concession, MC, 

divestiture, BOT, BTO, BOOT な

ど 

エネルギー 電気、ガス 
Concession, MC, divestiture, 

BLT, BOOT など 

水 汚水処理 
Concession, MC, divestiture, 

BT, BLT, BOOT など 

教育 
学校インフラ、研究施設、大学

施設、施設内サービス 
MC, DBFO, DBFOM(PFI) 

ヘルス 
病院インフラ、クリニカルサー

ビス、ノンクリニカルサービス 
MC, DBFOM(PFI)など 

都市再生、福

利厚生 

公共ビル、公共住宅、スポーツ

＆レジャー、パーキング＆交通 

PFI, BTO, BOT, BOOT, BOO 

など 

治安 更生施設 MC, DB, DBOM, BTO, BOO 

その他 
IT、ツーリズム、環境、工業、

産業団地 

MC, DB, DBFOM(PFI), BOO 

など 

  

PPP は一般的に、委託契約、リース、コンセッション、グリーンフィール

ドの大きく4つで分類される。この４つのカテゴリーの中で設計や資金調達、

建設、運営・管理、所有権の引き渡し等の事業プロセスにおける公共部門と

民間事業者の役割を定めることによって、より詳細な PPP の形式を分類する

ことができる。 

 

表：PPP の形式（出所：各種 2次情報をもとに作成） 

PPP 形式 

Contract SC Service-Contract 公共部門が開発・運営する施設、ま

たはシステム運営の一部を民間事業

者に委託する 

MC Management-

Contract 

Lease BLT Build-Lease-

Transfer 

民間事業者は工事完成後、公共に施

設をリース、運営させ、リース代を



30 
 

受け取って投下し金を回収した後、

所有権を引き渡す 

RLT Rehabilitate-Lease 

or rent-Transfer 

民間事業者が老朽化した施設の機能

を回復して、公共にリースし、リー

ス代を受け取って投下し金を回収し

た後、所有権を引き渡す 

Concession 

type 

BOT Build-Operate-

Transfer 

建設、運営した後、公共部門に譲渡

する 

BOOT Build-Own-Operate-

Transfer 

建設後経済的所有権を一時的に明示

した上運営した後、公共部門に譲渡

する 

DBFO Design-Build-

Finance-operate 

民間部門は事業の予算、設計、開

発、運営を担当し、事業期間終了後

所有権を公共部門に譲渡する 

ROT Rehabilitate-

Operate-Transfer 

民間事業者が老朽化した施設の機能

を回復して、運営・管理後、公共部

門に譲渡する 

BOO Build-Own-Operate 民間事業者が施設を建設し、維持管

理及び運営をするが、公共への所有

権移転は行わない 

ROO Rehabilitate-Own-

Operate 

民間事業者が老朽化した施設の機能

を回復して維持管理及び運営をする

が、公共への所有権移転は行わない 

ROOT Rehabilitate-Own-

Operate-Transfer 

民間事業者が老朽化した施設の機能

を回復して維持管理及び運営後、公

共部門に所有権を譲渡する 

RO Rehabilitate-

Operate 

民間事業者が自ら資金を調達し、既

存の施設を改修・補修し、管理・運

営を行う 

Greenfield 

Type 

BLT Build-Lease-

Transfer 

民間事業者は工事完成後、公共に施

設をリース、運営させ、リース代を

受け取って投下し金を回収した後、

所有権を引き渡す 

BOO Build-Own-Operate 民間事業者が施設を建設し、維持管

理及び運営をするが、公共への所有

権移転は行わない 
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BOT Build-Operate-

Transfer 

民間部門は事業の予算、設計、開

発、運営を担当し、開発完了後所有

権を公共部門に譲渡する 

DBFO Design-Build-

Finance-operate 

民間部門は事業の予算、設計、開

発、運営を担当し、事業期間終了後

所有権を公共部門に譲渡する 

BTO Build-Transfer-

Operate 

民間部門は事業の予算、設計、開発

を担当し、開発完了後所有権を公共

部門に譲渡、その後委託運営する 

BT Build-Transfer 民間部門は事業の予算、設計、開発

を担当し、開発完了後所有権を公共

部門に譲渡する 

BOO Build-Own-Operate 民間部門に事業の予算、設計、開

発、運営を委任し、事業期間終了後

も所有権を民間事業者が所有する 

DBO Design-Build-

Operate 

民間部門は事業の設計・開発・運営

を、公共部門は事業成果の所有及び

予算は公共部門が担う 

DBFOM Design-Build-

Finance-operate 

Manage 

民間事業者が設計，建設，資金調

達，運営，維持管理を行い、事業期

間終了後、所有権を公共部門に譲渡

する 

DCMF Design-Construct-

Manage-Finance 

民間事業者が設計，建設，資金調

達，運営，維持管理を行い、公共は

民間事業者にサービスの提供度合い

や利用者数に応じて支払う 
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表：PPP 形式俯瞰表（出所：各種 2 次情報をもとに作成） 

 

 

エリアマネジメント組織の役割と持続可能性を検討するためには当地区

における想定サービスの官民連携の在り方のイメージをもっておく必要が

あるため、その仮説を設定する PPP 仮説検討フローを作成したうえに、当地

区個別施設における PPP の形式の想定を行った。個別の施設の PPP 形式分類

は、今後、具体的な整備手法を検討するが、エリアマネジメントに関わる民

間事業者の自由度を最大化する観点から PPP の可能性を分類した。なお、想

定の際には PPP を成功に導くために、次の４つの条件を考慮した。 

① 公共部門の投資をてこに民間投資を最大化する。 

② 集められた資金の活用の効率を最大限まで引き上げ、経済、社会、そし

て環境を包含する開発を行うことで持続可能性を確保する。 

③ 関連する利害関係者の保有資源や能力を活用し、最適な資源の配置を行

う。 

④ 事業リスクの分散・管理・抑制を徹底して行う。 

 

【目的】 
当地区に入居が想定される主な施設・サービス（道の駅、温浴、宿泊 etc.）

について、どのような方式で事業者を募集するか、資金の調達方法、維持管

理方法、概算収支、収益事業、運営資金の調達方法は何か、運営・管理は誰

が担うか、所有権は誰が持つかなどを一般的な情報を基に整理し、その可能

性を検討する。 
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【実施内容】 
主要な国際機関および先進国の PPP（パブリックプライベートパートナシ

ップ Public-private partnership、以下 PPP）に対する定義は様々にあり、

日本における定義を踏まえ、まずはその要点を整理する。 
日本における定義は、官・民・市民の連携のもとに PPP が成立するものと

し、その連携の形態については多種多様な手法を幅広く定義するものと捉

え、本市及び当地区に相応しい PPP のあり方を確認していくものである。 
 

【調査内容】 
現段階で当地区内に想定する提供サービスにおける PPP 形式については、

大きく 2 つに分かれることと想定する。まず、区画整理事業後、土地の売却

を含めて完全に民間事業者側に権利を譲渡する方法と、コンセッションまた

はグリーンフィールド形式で、資金調達から運営・管理まで民間事業者が主

導しながら官も積極的に関与する方法の２つの形式である。 

 

・完全民営化・売却を想定する施設 

下記施設は、民間事業者の誘致を予定しており、すべてプロセスを民間事

業者に担ってもらうことを想定している。ただし、土地については定期借地

権設定もあり得る。 

① 宿泊、温浴、生活利便施設 

 
図：想定する宿泊、温浴、生活利便施設の PPP 形式 
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② 運動施設、アウトドア施設、場外馬券場 

 

図：想定するアウトドア施設、場外馬券場の PPP 形式 

 

・コンセッションまたはグリーンフィールド形式を想定する施設 

下記施設は、生活密着型サービス及び住民の福祉など公共性の強い施設で

あるため、本市としても初期段階から運営・管理まで積極的に関与する一方、

民間資本によるレバレッジ効果を最大限に活かすことを想定している。 

① 道の駅 

 

図：想定する道の駅の PPP 形式 
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② 子育て支援施設 

 

図：想定する子育て支援施設の PPP 形式 

 

以上を踏まえて、現段階での当地区内に入居が想定される施設に対する

PPP 形式を下記にまとめる。 

 

表：ウェルネス拠点内想定施設の PPP 計画まとめ 

 ウェルネス拠点内想定施設の PPP 形式 

温浴 道の駅 運動 宿泊 生活利便 
子育て 

支援 

Outdoor 

広場 

PPP 

方式 

売却、 

BOO 

BOT, 

BOOT, 

DBFO, 

BTO 

売却、 

BOO 

売却、 

BOO 

売却、 

BOO 

BOT, 

BOOT, 

DBFO, 

BTO 

売却、 

BOO 

事業 

参画者 

民間 

事業者

（100%） 

市(50%↓)

＋ 

SPV(50%↑) 

民間 

事業者

(100%) 

民間 

事業者

(100%) 

民間 

事業者

(100%) 

市(50%↓)

＋ 

SPV(50%↑) 

民間 

事業者

(100%) 

契約期間 定めない 2～50 年 定めない 定めない 定めない 2～50 年 定めない 

 

一方、今後事業化に向けて PPP を検討する際には PPP のネガティブな側面

も考慮する必要がある。PPP が多くの可能性を秘めていることは事実である
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が、万能ではないことを忘れてはいけない。今後事業化に向けて PPP を検討

する際には、以下に示す課題を念頭に置くべきである。 

まず、暗黙的もしくは明示的な公共側の支援がなくなる場合、ユーザーに

おいて従来手法よりも PPP の方が高い料金が発生する場合があるため、公共

部門の責任範囲や役割などを含む中長期戦略が非常に重要であり、それをコ

ントロールする公共側の専門家が求められる。そして、PPP によりすべての

公共部門のリスクが民間事業者に移転できるわけではなく、公共部門におい

ても万が一の場合リスクに対応することができるオプションプランを十分

に備える必要がある。最後に、PPP は複雑な構造であるとともに、調達と実

装に時間と費用を要するため、すべてのプロジェクトが PPP に適しているわ

けではないことを認識しなければならない。 

 

以上の検討内容を踏まえて、次の節ではエリアマネジメント組織としての

役割やビジネススキーム、またその事業性について検討を行うこととする。 
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③ エリアマネジメント資金の調達可能性調査 
【目的】 
当地区のウェルネス拠点事業の開発が完了し運営を開始した後に、そのエ

リアの価値を維持・向上し続けるためには、事業全体を俯瞰したエリアマネ

ジメントが必須であると考えられる。また、そのエリアマネジメントを継続

的に実行していくためには、持続可能なエリアマネジメント組織を構築する

必要がある。 
本検討では、エリアマネジメントにおけるファイナンス面での仕組みとし

てどのような可能性があるかを調査・整理することで、当地区のエリアマネ

ジメントの在り方（役割、組織、運営方法 等）を検討する際の参考情報とす

る。 
 
【実施内容】 
（１）一般的な資金調達方法の調査・整理 
   ・国内のエリアマネジメント団体の実態 
   ・一般的な資金調達方法 
（２）エリアマネジメント組織の事業案の仮説検討 
   ・基本方針（仮説） 
   ・エリアマネジメント組織の事業案（仮説） 
 
【結果】 
（１）一般的な資金調達方法の調査・整理 
国内のエリアマネジメント団体の実態 
近年、民間事業者が主体となって、賑わいの創出、公共空間の活用などを

通じてエリアの価値を向上させるためのエリアマネジメントの取組が拡大

している。 
 

表：エリアマネジメントの取組例 
（「稼げるまちづくり取組事例集 地域のチャレンジ１００（内閣府地方創

生推進事務局，平成 29 年 3 月）」より抜粋・引用） 
観光需要を取り込む稼げるまちづくり 
【北海道富良野市】まちなか病院跡地での「フラノマルシェ」を核とした集客拡大と都市機能集積づくり 
【富山県黒部市】宇奈月温泉街における小水力発電と電気バスを活用したエコ温泉リゾートづくり 
【長野県山ノ内町】まちづくり会社と地域金融機関の連携、官民ファンドの支援による観光まちづくり 
【滋賀県守山市】自転車で琵琶湖一周「ビワイチ」のサイクルツーリズム拠点づくりによる集客拡大 
【山口県長門市】官民連携によるホテル跡地の再活用を軸とした稼げる観光まちづくりの推進 
【熊本県熊本市】国内外からの観光客拡大やＭＩＣＥ誘致による震災からの復興の加速 
健康長寿をテーマとした稼げるまちづくり 
【山形県上山市】地域資源を活かした健康保養地（クアオルト）づくり 
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【千葉県柏市】「健康未来都市かしわ宣言」の下での公・民・学連携による健康増進のまちづくり 
【新潟県見附市】「健幸」まちづくりによる運動量の増加を通じた医療費削減とまちの賑わい拡大 
【大阪府吹田市、摂津市】医療イノベーションと新しいライフスタイルで、健康寿命の延伸をリードするまちへ 
コミュニティの賑わいづくりによる稼げるまちづくり 
【北海道札幌市】札幌駅前通地下歩行空間におけるまちづくり会社による自律的なエリアマネジメント 
【北海道恵庭市】住民主体の花のまちづくりと民間活力による官民複合施設整備による賑わいづくり 
【岩手県紫波町】民間の知恵・資金による官民複合施設「オガールプラザ」を核とした集積拠点の形成 
【新潟県長岡市】アリーナや市役所機能等の複合施設アオーレ長岡を拠点とした中心市街地活性化 
【長野県飯田市】まちづくり会社が主体となった複合的なエリアマネジメントによる賑わいづくり 
【愛知県豊田市】まちの広場を活用した「あそべるとよたプロジェクト」による賑わい創出 
【滋賀県東近江市】志ある投資を活用し、地域循環型社会を目指したコミュニティビジネスの拠点づくり 
【山口県宇部市】コンテナを使ったまちなかの空き地活用策による子育て・創業支援の拠点づくり 
【香川県高松市】まちづくり会社による統一的なコンセプトに基づく丸亀商店街のテナントミックス 
【愛媛県松山市】産学官連携により地域内資金循環を目指したエリアマネジメントによる空間デザイン 
【佐賀県佐賀市】空き地を使ったコンテナ広場を核としたまちなかでの起業連鎖によるコミュニティ再生 
【宮崎県都城市】大規模商業施設の跡地活用とコンパクトシティ推進による中心市街地の活性化 
【宮崎県日向市】駅周辺再整備での官民連携のプロジェクトマネジメントによる賑わい拠点の形成 

 
 
全国の約半数の市町村において民間のまちづくり団体が活動している。 

 

 
「地域再生エリアマネジメント負担金制度（内閣府,平成 30 年）」より引用 
 
エリアマネジメント団体の組織形態は、任意組織としてのまちづくり協議

会、NPO 法人、一般社団法人、株式会社等、多様な組織形態となっている。

法人格を持たない団体（任意組織）が最も多く、法人格を持つ団体の多くは

NPO 法人又は株式会社となっている。 
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図：エリアマネジメント団体の組織形態 

 
エリアマネジメント活動の内容は多岐にわたるが、その中には賑わいの創

出等を通じて地域の「稼ぐ力」を高め、地域再生の実現に寄与する活動もあ

り、こうした活動を促進していくことが必要である。 

 
「地域再生エリアマネジメント負担金制度（内閣府,平成 30 年）」より引用 
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国内のエリアマネジメント団体が直面している主な課題として最も多い

のは人材面の課題（エリアマネジメントを担う人材の不足等）で、その次に

多いのが財政面の課題（財源の不足、収入源の限定等）である。エリアマネ

ジメント活動を促進する上では、人材と財源の安定的な確保を図る必要があ

る。 

 

 
「地域再生エリアマネジメント負担金制度（内閣府,平成 30 年）」より引用 
 
エリアマネジメント団体の収入源としては、自治体からの補助金・委託金、

会員等からの会費、イベントの開催等による自主財源などが挙げられる。 

 

 
「地域再生エリアマネジメント負担金制度（内閣府,平成 30 年）」より引用 
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一般的な資金調達方法 
（A）「地域再生エリアマネジメント負担金制度」の活用 
エリアマネジメント活動において安定的な活動財源を確保することを目

的に、地域再生法の一部改正法案にて「地域再生エリアマネジメント負担金

制度」が平成 30 年に創設され運用が開始されている。 
 

地域再生エリアマネジメント負担金制度の概要 

 
「地域再生エリアマネジメント負担金制度ガイドライン（内閣官房まち・

ひと・しごと創生本部事務局、内閣府地方創生推進事務局、2019 年 3
月）」より引用 

 
 

当地区のウェルネス拠点事業においては、あらゆる種類の事業者が参画し
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てくることを想定しているが、各事業者が個別に事業を行うのではなく、共

通のビジョン・コンセプトを共有し、各事業者間で相乗効果を発揮しながら、

ひとつのエリアとして一体となってブランド構築、サービス提供をしていく

ことを目指していることから、この「地域再生エリアマネジメント負担金制

度」を活用すべきと考える。 
（B）会員企業・組織からの会費（共助） 
上述の「（A）地域再生エリアマネジメント負担金制度（共助）」に頼らな

くとも、当地区の事業に関わる事業者から必要十分な会費を集めることが可

能であれば理想的である。ただし、そのためには事業に関わる事業者のメリ

ットに繋がるサービスをエリアマネジメント組織が提供し、またそのメリッ

トを定期的に示していくことは必須となる。どのようなサービスの可能性が

ありえるかは、後述する「Business Improvement District、以下 BID」にて

その案を記す。 
 
（C）エリアマネジメント団体による自主事業による収入（自助） 
エリアマネジメント組織が持続可能な組織となるためには、自主事業によ

り利益を得られるようになることが重要である。どのような自主事業の可能

性がありえるかは、後述する「データビジネス」「自主事業（法人向け）」「自

主事業（個人向け）」にてその案を記す。 
 

（D）国・自治体からの補助金・委託金（公助） 
基本的にエリアマネジメント組織は、上述の「（A）地域再生エリアマネジ

メント負担金制度（共助）」「（B）会員企業・組織からの会費（共助）」「（C）

エリアマネジメント団体による自主事業による収入（自助）」にて、活動資金

を賄えるよう努めるべきであるが、事業を立ち上げ軌道に乗せるまでの初期

フェーズにおいては資金が不足することが予想される。そのような初期フェ

ーズにおいては、国や自治体の補助金の活用も念頭に事業を計画することが

必要である。 
 
 
（２）当地区エリアマネジメント組織の事業案の仮説検討 
 
基本方針（仮説） 
 持続可能なエリアマネジメントのための資金調達方法の方針としては、

「（A）地域再生エリアマネジメント負担金制度」または「（B）会員企業・組

織からの会費（共助）」を取り入れて安定的な収入基盤を作りつつも、ファイ
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ナンス的に自立できるよう「（C）エリアマネジメント団体による自主事業に

よる収入（自助）」を最大化することを特に志向すべきと考える。 
 またエリアマネジメント組織の立ち上げ期において、上記の資金調達は難

航する可能性もあることから、初期フェーズは「（D）国・自治体からの補助

金・委託金（公助）」を有効活用することも検討すべきである。 
エリアマネジメント組織の収益チャネル 
 エリアマネジメント組織の「稼ぐ力」にフォーカスして考える際に、その

収益を得るチャネルとしては、主に下記の６種類があると考える。 
 
 ・住民からの徴収金（Community Improvement District、以下 CID） 
 ・当地区の事業者からの徴収金（BID） 
 ・データビジネスによる収益 
 ・自主事業による収益 
 ・投資ビジネス 
 ・国や自治体からの補助金 
 

 
図：エリアマネジメント組織における収益チャネル（仮） 

 
当地区エリアマネジメント組織は、当地区だけでなく、本市全体としてのウ

ェルビーイングスマートシティ実現を念頭に、周辺事業との連携を図りなが

ら、ツーリズム、インバウンドをマネジメントすることで、当地区への人の

流れを促進させることが求められる。また、上記の収益チャネルとエリアマ

ネジメント組織との関係の全体像のイメージ図は下記となる。 
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図：エリアマネジメント組織のビジネススキーム全体像 

 
エリアマネジメント組織の事業案（仮説） 
上記収益チャネルのうち、データビジネス、自主事業（法人向け・個人向

け）、CID、BID、それぞれについての現時点でのビジネスモデル案を以下に

記す。 
 
【データビジネス】 
 
 住民や来訪者のデータや公共データをエリアマネジメント組織が収集し、

そのデータを活用したビジネスにより収益を得るビジネスモデルである。こ

れからの Society5.0 の世界においては、データを活用したビジネスはあらゆ

る可能性が考えられる。一般に、データの活用は次の４つのパターンが考え

られる。 
① 既存データを要約し、利用者の潜在的欲求を導出する。 
既存の膨大なビックデータを要約し、基本的な加工・統計を通じて示唆を得

る方法である。市場の変化などを把握するより、蓄積された既存のデータか

ら、ファクトファインディングに活用される場合が多い。 
② 既存データから、将来を予測する利用者の潜在的欲求を導出する。 
意思決定の際、内部に蓄積されたデータをもとに、市場の変化を予測する方

法である。事業性の検討や、需要の予測、顧客の行動予測などあらゆるテー

マにおいて活用される。内部のデータのみで分析・予測を行う場合、バイア

スが強く働くというリスクがある。 
③ 既存データと外部のデータを結合し、利用者の潜在的欲求を導出する。 
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内部に蓄積されたデータと外部のデータをかけ合わせることで、時間軸にお

けるマーケットや顧客の変化を把握することで、ビジネスや顧客の本質の理

解に近づくことができる。これにより、精度の高い経営判断・意思決定が可

能になるほか、これらの分析データを通じたビジネスも可能になる。ただし、

外部データの安定的な供給が困難な場合が多く、データ供給の安定性の確保

が重要である。 
④ 外部データを通じたマーケットの利用者の潜在的欲求を導出する。 
内部にデータをもってない組織の場合、外部データを分析することにより利

用者の潜在的欲求を導出することが可能である。ここから得た利用者の潜在

的欲求を顧客に提供し、収益を得ることができる。この場合は、より多くの

データと、多様な分野のデータを確保し、多様性と差別性を持つことが重要

である。 
 
当地区におけるデータビジネスは、上記の③、④の企業群を対象にするこ

とを想定したものである。モデルを以下の図に示す。 
 

 
図：南新地地区におけるデータビジネスモデル 

 
当地区ウェルネス拠点事業においては、PDE の仕組みを活用した実証実

験を通して、ビジネスの可能性を検討する予定である。 
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【エリアマネジメント組織の自主事業（法人向け）】 
 
案１）新サービス/テクノロジー提供企業向け実証実験コーディネートビジ

ネス（リビングラボビジネス） 
 スマートシティに関する新サービス・新テクノロジーを世の中に提供して

いきたいと考えている企業に対して、本市及び当地区をその実証実験の場

（リビングラボ）としして提供し、エリアマネジメント組織がその実証実験

のコーディネートや各種調査（アンケートやヒアリング）を担うことで対価

を得るモデルである。 
 

 
図：南新地地区におけるリビングラボビジネスモデル 

 
案２）空きスペース一括管理ビジネス 
 当地区の空きスペースをエリアマネジメント組織が一括管理し、事業を行

いたいテナント企業に場所の提供をすることで対価を得るモデルである。遊

休スペースをくまなく有効活用することで収益を得ることができるように

なると同時に、エリアマネジメント組織がテナントの種類をマネジメントす

ることで、エリア全体の最適化や統一感の維持を図ることができ、ウェルネ

ス拠点全体としての価値の維持が可能となる。 
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図：南新地地区における空きスペース一括管理ビジネスモデル 

 
案３）荒尾特化型の人材紹介ビジネス 
 人材登録した荒尾市民（シニア・主婦・学生など）に対して、当地区にお

けるアルバイトやボランティアを紹介し、マッチングが成立したら事業者か

ら紹介手数料を得るモデルである。一般のアルバイト情報サービス等では扱

わないような、本市民にしかできない業務（ガイド等）や、超短期のスポッ

ト的な業務やボランティア業務などにフォーカスすることで一般の人材紹

介サービスとの差別化を図る。 
 

 
図：南新地地区における荒尾特化型の人材紹介ビジネスモデル 

 
案４）荒尾特化型マーケティングデータ提供ビジネス 
 公共データや本市民・来訪者のデータを、エリアマネジメント組織が定期

的に収集し、事業者のマーケティング向けに集計・分析した結果を提供する

ことで対価を得るモデルである。（データビジネスの一環） 
 スマートシティ事業を通して得られる、通常では取得できないようなデー
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タ（まちのセンシングデータや生体データなど）を取得できるようになれば

希少性あり差別化できる。 
 

 
図：南新地地区における荒尾特化型 

マーケティングデータ提供ビジネスモデル 
 
案５）当地区の企業合同でのイベント企画・運営ビジネス 
 エリア全体での大規模イベント（企業向けイベント、音楽フェス、花火大

会 等々）の企画・運営により、参加者からの参加費と事業者からの協賛金

を得るモデル。エリアマネジメント組織としての収益を得ると同時に、当地

区の認知度アップ、活気の創出を見込む。 
 

図：南新地地区における企業合同での 
イベント企画・運営ビジネスモデル 
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【エリアマネジメント組織の自主事業（個人向け）】 
 
案１）地域住民・来訪者向けスマートヘルスツーリズムプログラム（仮） 
の開発・販売 

健康の気づきを与えるニューツーリズムとして全国的に広がっているヘ 
ルスツーリズムプログラムの開発・販売事業。エリアマネジメント組織が個

人の健康データを活用し、医師会やヘルスツーリズムプログラムのサービス

提供者と連携することにより、個人の健康課題を先導的な方法で解決する新

しい形のヘルスツーリズムプログラムを検討するものである。 
 

 
図：南新地地区における地域住民・来訪者向け 

スマートヘルスツーリズムプログラム（仮）開発・販売ビジネスモデル 
 
案２）来訪者向け「TaaS」（Trip as a Service) 的プラットフォーム運営 
 TaaS（Trip as a Service）とは、旅行者に対し、彼らが必要とするサービ

スや商品の情報をデジタル化し、多言語で、ウェブ上で提供する仕組み。先

導的なエリアマネジメント組織として、宿泊、2 次交通、チケット、食事な

どのプラットフォーマーとして案内し、なおかつそのような機能を一元的に

管理でき、エリアの分析や戦略立てを行うことができるものを検討する。 
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図：南新地地区における「TaaS」（Trip as a Service) 型 

プラットフォーム運営ビジネスモデル 
 

案３）ふるさと納税を活用した「あらおウェルネスサポーター」（仮）運営 
 2018 年度の本市のふるさと納税額は約１億１千万円（約 1 万件）。ふるさ

と納税の返礼品として、「健康ポイント：当地区における住民の QOL 向上や

エリアの持続可能性維持を目的に、当地区に限って使用されるデジタル地域

通貨（仮）」や「ヘルスツーリズムプログラム」を活用し、本市への誘客を通

し、ふるさと納税者に対し、関係人口の拡大を図る。ウェルネス拠点として

のイメージ戦略としても利用すべき制度と捉える。 
 

 
図：南新地地区における「あらおウェルネスサポーター」（仮） 

ビジネスモデル 
 

案４）地域住民・来訪者向け運動系ヘルスケアイベント運営業務 
例：「あらおスマートマラソン（仮）」 
ヘルスケア系のイベント運営を通し、住民や来訪者の健康データを医療 



51 
 

機関との連携の中で活用する。本市内の観光系事業者についてもヘルスケア

をイメージしたサービスを提供することで、地域全体のウェルネスタウンと

しての価値も向上する。 
 

 
図：南新地地区における地域住民・来訪者向け運動系 

ヘルスケアイベント運営業務ビジネスモデル 
 
案５）移住&就職プラットフォーム運営業務（委託形態） 
 本市における移住定住促進や就職支援については、行政サービスとして行

うことが多いが、これをエリアマネジメント組織の事業として、行政からの

委託を検討する。エリアマネジメント組織がこの業務を受託するメリットと

して、健康データを活用した医療機関との連携や地域内事業者のリクルート

情報を得ることなど、ワンストップでその地域の情報を発信することがで

き、先導的なエリアマネジメント組織の業務として期待される。 
 

 
図：南新地地区における移住&就職 

プラットフォーム運営業務ビジネスモデル 
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【CID】 
 

CID とは、まちづくりや地域活性化の制度のひとつで、区域内の住民から

課税・徴収した資金をもとに、エリアマネジメント活動を行うこと。指定さ

れた区域のコミュニティを改善することに重きをおいていることが特徴で

ある。 
 
案１）地域のコミュニティづくり 
エリアマネジメント組織が、住民のコミュニティーネットワークの運営サ

ービスを提供することで、その対価を得るモデルである。 
 

 
図：南新地地区における地域のコミュニティづくりビジネスモデル 

 
 
案２）まちの防災・防犯、環境維持活動 

エリアマネジメント組織が、住民に対して、防災・防犯・環境維持のサー 
ビスを提供することで、その対価を得るモデルである。 

 

 
図：南新地地区におけるまちの防災・防犯、環境維持活動ビジネスモデル 
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【BID】 
 
 BID とは、まちづくりや地域活性化の精度のひとつで、区域内の事業者か

ら課税・徴収した資金をもとに、エリアマネジメント活動を行う。区域内の

商業的な発展に重きをおいているのが特徴である。 
 
案１）エリアの価値を高める「まちの賑わいづくり」 
 エリアマネジメント組織が、住民や来訪者向けに賑わいづくりのためのイ

ベント等を行い、その対価を得るモデルである。 
集客効果によりエリア全体の価値を高めることに伴い、当地区の事業者か

ら対価を得ることも可能である。（BID におけるサービス提供でもある） 
 

 
図：南新地地区における「まちの賑わいづくり」ビジネスモデル 

 
案２）エリア情報の発信、宣伝・プロモーション 
 当地区のニュースやイベント情報の発信、魅力を広く知ってもらうための

宣伝・プロモーションを行い、エリアの事業者から広告費を得るモデルであ

る。 
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図：南新地地区における情報発信、宣伝・プロモーションビジネスモデル 

 
 
【投資ビジネス】 
当地区のみならず九州地方発ベンチャー企業を発掘するとともに、投資フ

ァンドを立ち上げ、そのファンドを通じた資金調達を行うことでベンチャー

企業の自立・成長を支える一方、エリアマネジメント組織としても高い見返

りを確保する。収益は大きく、運用手数料と（投資側から）キャピタルゲイ

ン（ベンチャー企業側から）の 2 つを想定する。さらに、当地区の事業とシ

ナジー性が高いベンチャー企業に対しては、より積極的な出資や、スマート

シティ推進協議会のノウハウ・知見の投下を行い、共に新事業の共創を目指

す。 

 
図：南新地地区における投資ファンドビジネスモデル 
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エリアマネジメント組織の事業化に向けた進め方 
エリアマネジメント組織として展開可能と想定する複数の事業は、保有す

るリソースやスキルセットといった組織としてのコンピテンシーを段階的

に成長させながら進めていく必要がある。エリアの成熟度に応じて、求めら

れる活動内容は異なるため、そのレベルを同期させていくことが望ましい。

したがって、エリアの成熟度に合わせて展開する事業内容とレベルを同期さ

せていくことが望ましい。開発の初期フェーズでは、公共性・共益性のある

非営利事業を中心とした事業展開が見込まれるため、収益性の担保が困難で

ある。この際、パートナーや行政は、長期的な観点でエリアマネジメント組

織の収益事業が実装、定着するまで継続的に支援し続けることが求められ

る。その後、組織の事業体制や力量を備えつつ、事業の範囲を拡大すること

で、収益を確保し、持続可能な自走サイクルに入ることが可能になる。以下

の図にエリアの開発フェーズ毎の事業展開イメージを示す。 
 

 
図：エリアマネジメント組織の段階的な事業展開イメージ（仮） 
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図：収益モデルで想定されるサービスと収益（仮） 

 
さらに、先導的なエリアマネジメント組織として、その意義を推し進める

にあたり、上に記した様々な収益パターンにおいて、横断的な役割を果たす

テーマである「健康ポイント」や「マッチングビジネス」については深掘り

していくものである。以下の図はその横断的な役割のイメージ図を示す。 
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図：横串機能（データ＆健康ポイント）の連鎖 
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④ 南新地地区のエリアマネジメントの仕組みのモデルの仮説検討 
■資金調達の仕組みのモデル（仮説） 
主に「（A）地域再生エリアマネジメント負担金制度」「（B）会員企業・組

織からの会費（共助）」「（C）エリアマネジメント団体による自主事業による

収入（自助）」に関して、当地区における事業を通してエリアマネジメント組

織が収益を得るための事業の仮説を検討する。 
 
当地区において想定する主要な施設 
 2019 年に策定した基本構想を踏まえると、想定する主要な施設（事業）は

下記である。 
 ・道の駅 
 ・温浴施設 
 ・宿泊施設 
 ・子育て支援施設 
 ・住宅 
 エリアマネジメント組織は、これら施設（事業）のビジネスと相互連携し

ながら、ウェルネス拠点全体として相乗効果を発揮しながら活性化させるこ

とが大きな目的となる。 

 
図：南新地地区構成員の機能と関係俯瞰 
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当地区内の構成員の機能については以下のように整理する。 
 道の駅 
道の駅は、当地区の中核施設として位置づけられる。当地区の内と外をつ

なぎ、地区内の人の流れの基点となる結節点としての役割を担う。本市の特

産・名産品や本市ならではのサービスの販売を仲介するとともに、販売・来

訪を促進するための広告塔としての役割を果たすことで、誘客効果が期待で

きる。 
 

 温浴・宿泊・生活利便施設 
産学との連携により各種センサーやデータ関連テクノロジーを配置・駆使

し、滞在するだけで健康になれるさりげないセンシングを実現することを目

指す。各種センシングにより集められた健康にまつわるデータは、さらなる

付加価値の創出のために活用される。さらに、本施設における先進的な取り

組みによる公告、宣伝効果も期待できる。 
 

 公園・運動・子育て支援施設 
公園・運動施設は、住民の日常生活における健康増進だけでなく、当地区

を訪れる人々にとっても日々の疲れを解消し、リフレッシュできる環境を提

供する場としての役割を担うことを想定する。当該施設が人々の健康で快適

な生活を支えることにより QOL の向上が見込める。そして、子育て支援施

設は、子育て世代の育児負担の軽減をサポートすることで、子育て世代へ心

理的安心感を与えることができ、住民の生活満足度を引き上げ、定住率増加

に寄与する。このような公共サービスの充実は、場の価値を高め、レピュテ

ーション向上及び移住を促進する。 
 

 一般テナント 
当地区に入居するテナントについては、提供するサービスや製品のバリエ

ーションを十分に確保できるように采配することで、当地区に訪れる人々に

対して豊富な選択肢を提供し、飽きることなく楽しめ、常に新しいものと出

会える場の形成を目指す。これにより、同一商圏を有する近隣都市からの誘

客を狙う。 
 

 居住者・来訪者 
居住者や来訪者は、当地区をまちとして機能させるキーでありながら、荒

尾スマートシティの根幹となる PDE の主体として最も重要な役割を担うこ

ととなる。なお、当地区内の施設やサービス利用にあたり、ソーシャルメデ
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ィア上での自主的な情報発信により当該地区の認知度の向上への貢献が期

待される。 
 

 エリアマネジメント組織 
 エリアマネジメント組織が持続可能であるために、兼ね備えるべき能力は

大きく、稼ぐ力、繋ぐ力、守る力、そして改善する力の 4 つであると考える。

この 4 つの能力を発揮するには、組織として下記の 6 つの機能を要する。 
 新規事業開発・運営：エリアマネジメント組織独自の収益事業を開発

し、運営することで安定的な財源を確保するとともに、先行投資を行

いエリアの価値を改善し続ける。 
 広告・宣伝・広報、販促：エリアの魅力を発信し、創客・誘客・流客・

送客を促す。 
 連携・仲介：地域の生産者とエリア内の事業者、販売者の間をつなぐ

他、販売者と消費者をつなぐ。また、エリア内外の企業と人材間のニ

ーズをマッチングさせ、リソースの需給バランスを調整する。 
 インフラ維持・管理：エリア内の公共インフラの維持・管理により資

産価値を延伸する。 
 地域経済基盤強化：エリア内への積極的な企業誘致や地域発のスタ

ートアップの起業支援を行い、エリアの経済基盤を強化するほか、地

域産業との連携を促進することで、地域のエコシステムを構築し、持

続可能性を向上させる。 
 利害関係者支援：エリア内・外の利害関係者のトラブルの調整や課題

解決を支援し、利害関係者間の連帯感を維持・強化する。 
 

 
図：南新地地区エリアマネジメント組織の主要機能 
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⑤ サウンディング調査 

＜目的＞ 
上述した、当地区のエリアマネジメント組織として行う事業案についてそ

れぞれのビジネスとしての妥当性や課題、エリアマネジメント組織への参画

の可能性を把握する。 
 

＜実施内容＞ 
当地区での事業に関係しうる業種の事業者や団体に対してヒアリング調

査を行い、意見を収集する。 
 
ヒアリング対象 
・商工会議所（地域企業数社） 
・金融機関 
・IT 企業 

 
＜結果＞ 
ヒアリング調査を行った結果を以下に記す。 

 
表：事業者ヒアリング結果のまとめ 

 エリアマネジメント組織の事業案

（仮説）についての主な意見 
エリアマネジメント組

織への参画可能性につ

いての主な意見 
商工会議所

（地域企業

数社） 

・どのような施設やサービスを作

るかまだ具体的には固まっていな

い段階であり、来訪者数なども読

めないため、エリアマネジメント

事業案の需要があるかどうか、担

い手になれるか、収支試算の妥当

性などは、まだ何とも言えない。 
・データビジネスについては、具

体的にどのようなサービスとして

提供されるかがまだイメージでき

ていない。体験してもらいながら

住民に理解してもらう必要ある。 
・エリアマネジメントは、スマー

・エリアマネジメント

組織は地域企業が中心

になって担っていくべ

き。 
・事業参入する大企業

にエリアマネジメント

組織が骨抜きにされな

いよう、地域企業の意

見が反映される座組に

すべき。 
・事業参入する企業が

固まる前に、エリアマ

ネジメント組織を形成
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トシティ化だけを考えるのではな

く、住民の意見を聞きながら、持

続可能なエリアになるための議論

をしていくべき。 
・地域企業が潤うようになる事業

を考えてほしい。 
・いきなり大規模にやるのではな

く、小さく始めるべき。 

し、エリア全体の視座

で持続可能性を考えな

がら、事業開発をマネ

ジメントしていくべ

き。 

IT 企業 ・エリアマネジメント事業案の基

本的な考え方は理解できる。 
・エリアマネジメント事業案一つ

ひとつについて、地域のペイン（課

題）を深掘確認する必要がある。 
・どのようなエリアになっていく

のかが具体的になる 1 年後くらい

に、エリアマネジメント事業とし

てやれること・やれないことを整

理してからでないと、その妥当性

は分からない。 

・コンテンツありきで

はなく課題オリエンテ

ッドで考え、その課題

に対してソリューショ

ンを提供できそうであ

れば参画の可能性はあ

る。 
・世界中の人を呼べる

ような、他のまちには

ない目玉コンセプトが

あれば参画を検討す

る。 
金融機関 ・まちづくりは 10 年後、20 年後

という長期的な目線で検討するこ

とが大事。意外と現状の課題だけ

にフォーカスして将来のことを考

え切れていないことが多い。 
・ターゲットを明確にして、誰に

対してどういうサービスを売って

収益を得るのかを考えた上で、そ

のためにはどのようなデータが必

要かを考えてデータ収集すること

が必要。 
・特定の世代だけにフォーカスし

て世代間ギャップが生まれること

がないようサービス群を考える必

要ある。 
・データをビジネスに繋げること

・当地区の事業は注目

している案件であり、

仲間として何かしら支

援は考えていきたい。 
・ハード（施設）として

のビジネス戦略に目が

行きがちだが、投資の

観点で考えると、ソフ

ト（サービスや ICT）的
なビジネス戦略をどう

考えているかも大事。 
・スマートシティのよ

うな ICT 領域は特に投

資していきたい分野。 
・ビジネス戦略が頓挫

した場合のバックアッ
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ができる専門家がエリアマネジメ

ント組織には必要。 
・他にはない尖った特徴を明確に

して差別化することが大事。 

プ戦略も示されている

と投資判断しやすくな

る。 
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4－2 検討結果・結論 
① 本件調査の結果得られた示唆 

各調査結果から得られた示唆のサマリを以下に記す。 
 
スマートシティ機能の実現可能性についてのサマリ 
 あらおスマートシティ機能の現時点の仮説である「さりげないセンシング

による日常人間ドック」「PDE」について、本市近郊の住民とのワークショ

ップを通して、下記の示唆を得た。 
・ヘルスケア領域のスマート化について、住民の興味・関心は総じて高く、

好意的な意見が多かったことから、ニーズはあると推察する。 
・一方、具体的にどのようなサービスとして住民に提供されどんなメリッ

トがあるのか、なぜ安心・安全な仕組みなのか等についてはスムーズに

理解されない場面もあり、今後は住民に対する分かりやすい説明や、体

験を通した理解・啓蒙の促進に取り組むことが必要である。 
 
 また、スマートシティ機能の実装に伴う社会的な影響の分析を通して、本

市に上手くスマートシティ機能を実装できれば、下記のような好循環を生ん

でいくことが見込めると考察する。 
・健康増進や利便性向上など QOL 向上による住民の満足度向上 
・生活データや個人情報の集積によるスマートシティ機能の充実化 
・データビジネスでの収益化によるエリアマネジメント組織の持続可能性 
向上 

・エリアマネジメント活動の活発化によるエリアの魅力向上 
・来訪者が増えることによる地域経済活性化 
・当地区での雇用創出による本市の人口減少の抑制 

 
 
主な施設・サービスの事業可能性についてのサマリ 
一般的な PPP の形式を調査・整理した上で、当地区で想定されている主

な施設の PPP 形式の仮説をまとめた。（「4－1－② 主な施設・サービスの可

能性調査」の「表 ウェルネス拠点内想定施設の PPP 計画まとめ」を参照） 
今後、事業化に向けて PPP を検討する際には、以下のような課題を念頭に

置いて検討を進める必要がある。 

・PPP は調達と実装に時間と費用を要するため、プロジェクトによっては

適さない場合がある。 

・PPP は、公共部門の専門家を要する。 
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・暗黙的または明示的な補助金がなくなる場合、ユーザーにおいて PPP に

より高い料金が発生する場合がある。 

・PPP によりすべての公共部門のリスクが民間事業者に移転できるわけで 

はない。 

・すべてのプロジェクトが PPP に適しているわけではない。 

 
 
エリアマネジメント資金の調達可能性についてのサマリ 
 エリアマネジメント組織が収益を得るチャネルの可能性として「CID（住

民からの徴収金）」「BID（事業者からの徴収金）」「データビジネスによる収

益」「自主事業による収益（法人向け・個人向け）」「投資ビジネス」「公的な

補助金」の６種類があるとし、それぞれについての事業案を導出した。 
 

表：エリアマネジメント組織の収益チャネルと事業案まとめ 
収益チャネル 事業の案 
CID（住民からの徴

収金） 
・地域のコミュニティづくり 
・まちの防災・防犯、環境維持活動 

BID（事業者からの

徴収金） 
・エリアの価値を高める「まちの賑わいづくり」 
・エリア情報の発信、宣伝・プロモーション 

データビジネスに

よる収益 
・スマート化により蓄積されるデータの仲介・販売 

自主事業

による収

益 

法人向

け 
・新サービス/テクノロジー提供企業向け実証実験コ

ーディネートビジネス（リビングラボビジネス） 
・空きスペース一括管理ビジネス 
・荒尾特化型人材紹介ビジネス 
・荒尾特化型マーケティングデータ提供ビジネス 
・企業合同でのイベント企画・運営ビジネス 

個人向

け 
・地域住民・来訪者向けスマートヘルスツーリズムプ

ログラム（仮）の開発・販売 
・来訪者向け「TaaS」（Trip as a Service) 的プラッ

トフォーム運営 
・ふるさと納税を活用した「あらおウェルネスサポー

ター（仮）」運営 
・地域住民・来訪者向け運動系ヘルスケアイベント運

営業務（例：あらおスマートマラソン（仮）） 
・移住&就職プラットフォーム運営業務 
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投資ビジネス ・当地区での起業者向け投資ビジネス 
公的な補助金 ・国や自治体からの補助金 
  
当地区の事業に関係しうる業種の事業者や団体に対するヒアリング調査

を通して、エリアマネジメント組織の事業案（仮説）に対する意見や、エリ

アマネジメント組織への参画意向を確認した結果を踏まえ、得られた示唆を

以下に記す。 
 
・エリアマネジメント組織の事業案の成立可能性は、当地区の各施設の具

体化検討を進める中で継続検討が必要： 
    当地区で想定している主な施設群の具体的な内容（各施設の規模、

仕様、提供サービス、運営事業者 等）が決まっていない現段階にお

いては、想定する顧客層や来客者数を明示することが難しいこともあ

り、エリアマネジメント組織の各事業案に需要があるか、担い手がい

るか、収益を見込めるか、といったビジネスとしての成立可能性につ

いて、企業から有効なコメントを得るには至っていない。今後、当地

区の主な施設やサービスの構想・仕様が具体化されていく中で、並行

してエリアマネジメント組織の事業案の成立可能性を検証していく

ことが必要である。 
 
・エリアマネジメント組織の事業案は今後継続検討するに値する： 
  具体的な成立可能性の確認はまだ難しいものの、スマートシティ化

に伴うデータビジネスに対する企業の興味・関心や、住民の期待感は

あることが確認できたことから、一定のニーズはあると推察する。ま

た、CID、BID に関する事業案は一般的に実績のある取り組みでもあ

り、エリア全体の魅力を高めるためには必要な取り組みであるため具

体化検討していくべきである。エリアマネジメント組織の自主事業（企

業向け・個人向け）に関する事業案ついては、現在、当地区にどのよ

うな施設群を実装していくかが想定段階にあり、各施設群の構想・仕

様の具体化検討を俯瞰しつつ全体最適の観点で、具体的にどのような

事業を展開していくかを検討し、エリアマネジメント組織の資金面の

課題をクリアするためにも、積極的にチャレンジしていくべき領域で

ある。 
 
・エリアマネジメント組織には意欲ある地域企業を参画させるべき： 

    本市が持続可能であるためには、当地区の事業者だけが潤うのでは
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なく、地域経済にも恩恵があるようエリアマネジメントを行うことが

必要である。また、顧客となる本市民や近郊の住民にとって魅力的な

エリアにするには、その地域の実情に明るく、地域の発展に対して意

欲のある地域企業の意見を取り入れることが有効である。サウンディ

ング調査を通して、本市の地域企業はエリアマネジメント組織への参

画意向が高いことが確認できているため、地域企業を巻き込みながら

エリアマネジメント組織の事業の具体化を進めることが望ましい。な

お、地域企業だけでエリアマネジメントの各種事業を遂行するには、

ノウハウや人的・金銭的リソースが不足することが予想されるため、

CID・BID によるまちづくりや、スマートシティ化、データビジネス、

ツーリズム等についてノウハウ・リソースを持つ外部企業の参画も必

要である。 
 
 
当地区エリアマネジメントの仕組みのモデル仮説についてサマリ 
 エリアマネジメント組織が担うべき役割（主要な機能）の仮説を導出した。

大きく分けると「稼ぐ力」「繋ぐ力」「守る力」「改善する力」から成っており、

実際に取り組む際には、一度に全てに取り組むのではなく、効果と課題を確

認しながら、段階的に検討・実装していくことが望ましいと考える。 
 

 
図：南新地地区エリアマネジメント組織の主要機能 
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図：南新地地区エリアマネジメント組織の取り組みステップ（仮説） 
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② 調査結果及び示唆に基づく結論 
スマートシティ化のさらなる推進 
本市におけるスマートシティ機能の現時点の仮説の一部「さりげないセン

シングによる日常人間ドック」「PDE」に対して、本市近郊の住民は総じて

好意的で期待感を持たれており、一定の受容性を確認した。今後は、ヘルス

ケア×モビリティ×エネルギーそれぞれの領域の連携も考慮した、あらおス

マートシティの全体構想及び計画を立案した上で、本市民を巻き込んだ実証

実験等を行いながら、本市民の課題にマッチするよう具体的なサービスに落

とし込み、実装を進めていくことが必要になる。 
 
当地区の施設群の構想の早期具体化、それを踏まえながらエリアマネジメン

トの在り方の詳細検討 
当地区のエリアマネジメント組織に求められる役割（機能）及び、事業案

の仮説を導出した。現時点では、当地区にどのような施設群を実装していく

かが具体的には決まっていない段階のため、まずは早急に施設群の構想・仕

様の具体化検討を進め、それらを俯瞰しつつ全体最適の観点で、エリアマネ

ジメント組織の在り方や事業案の具体化及び妥当性・成立性の検証を行って

いくことが必要である。 
 
エリアマネジメントに対して意欲のある地域企業の巻き込み 
本市の地域企業はエリアマネジメント組織への参画意向があることは確

認できた。今後、エリアマネジメント組織の在り方や事業案を具体化検討す

るうえでは、意欲のある地域企業や人材を巻き込みながら検討を進めること

が望ましい。 
 

エリアマネジメント組織としてのルールづくり 
当地区におけるエリアマネジメント組織については、各施設事業者の他、

スマートシティ化実装のための技術を取り込むための研究機関、また地域企

業や行政を含む産学官連携を視野に入れたルールづくりが必要になると考

えられ、エリアマネジメント組織を中心とした産学官連携の協議会を立ち上

げ、その規約の中で活動を進めていくなどの方針が必要である。 
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５．今後の進め方 
５－1 ロードマップ 
① 事業化に向けてのスケジュール 

今後、エリアマネジメント事業の構想をさらに具体化していくにあたっては、

スマートシティ事業及びウェルネス拠点施設（道の駅、温浴施設、宿泊施設、保

健・福祉・子育て支援施設 等）の具体化検討と密に連携し、全体俯瞰しながら

検討することが必要である。全体エリアマネジメント及び、スマートシティ、ウ

ェルネス拠点施設の事業化に向けたスケジュールを以下に記す。 
 

図 事業化に向けたスケジュール 
 

 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

全体 

エリアマネジメント 

         

スマートシティ 

         

ウ
ェ
ル
ネ
ス
拠
点
施
設 

施設開発 

プロジェクト 

マネジメント 

         

温浴施設 

宿泊施設 

         

道の駅 

         

保健・福祉・子

育て支援施設 

  

 

       

その他施設 

         

 

可能性 

調査 

基礎 

調査 

エリアマネジメント詳細調査 

（エリアマネジメントのスキーム・組織・運営のあ

り方の決定、エリアマネジメントのルールづくり） 

主体事業者

選定 
段階的に事業展開 

事業開始 

実行計画 

基礎 

調査 

事業者による 

調査・設計・建築 

基本 

構想 
基本設計・実施設計・建築 

開業目標 

開業目標 

基本設計・実施設計・建築 

開業目標 

事業者選定

エリアマネジメント組織設立 

ウェルネス拠点施設群の開発推進マネジメント 

誘致活動 

段階的に実証実験、ウェルネス拠点に実装 

基本計画 

誘致活動 
事業者による 

調査・設計・建築 

事業者選定 開業目標

基本計画 

基本構想 
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② 今後の検討事項等 
エリア全体のスケジュールに合わせて、エリアマネジメントの事業化に向

けた段階で実施すべき検討事項、想定する手続きなどを以下に記する。 
 
・R2 年度：公募準備 

本調査結果を用いて公募の準備を進める。まず、プロジェクトマネジメン

ト（※）と並行して、住民ヒアリング、企業ヒアリング、関係者協議などの

詳細調査を通じて本調査で設定した仮説を検証、見直しを行った上で事業構

想を最終化・確定する。そして、事業者募集に向けた公募方針について、関

係者協議を通じて固めると同時に、仕様書の準備を進める。仕様書には、事

業者の選定基準や制約・条件などを定める。 
（※）当地区における各事業の進捗確認と調整を行い、施設機能や配置のあり

方、また、連携のあり方などを整理し、各事業主体間で目指すべき方向性を

共有するためのマネジメント。 
 

・R3 年度：公募・契約 
公募方針にもとづいて公募内容を開示し、事業者募集を行う。仕様書で定

めた選定基準・制約・条件に適した事業者を選定し、契約を締結すると同時

に、仕様の詳細な条件などについてすり合わせを実施した上、合意された最

終実行案を導出する。 
 

・R4 年度：段階的な事業展開 
事業化に向けて参画企業からの派遣・人材募集なども含め、組織体制を確

立するとともに、必要な素養、スキルアップのための教育を実施する。そし

て、最終実行案をベースにエリアマネジメント組織の運営ガイドラインを作

成する。さらに、最終実行案に含まれる個別事業スキームについては、妥当

性確認のための詳細調査・分析を行い、事業化の可否の最終判断を行う。 
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５－2 想定される課題 
① その後の検討、事業化の各段階で想定される課題、懸念点等 
 今後、当地区のエリアマネジメントを進めるにあたり想定される課題は以

下である。 
 
・当地区の施設群の構想具体化と各施設開発の連携（ハード面） 
 エリアマネジメント組織の在り方や自主事業の構想をより具体的に検討

するためには、当地区にどのような種類・規模の施設を作るのか、それぞれ

の施設の構想・仕様を早期に明確にすることが必要である。また、各施設開

発がそれぞれバラバラに進むと全体としての統一感や相乗効果が生まれな

い可能性がある。各施設開発が連携しながら具体化検討し、また、その各検

討状況を随時全体俯瞰しながら、エリアマネジメント組織の在り方や自主事

業を具体化検討していくことが必要である。 
 
・スマートシティサービスの具体化と各種機能の連携（ソフト面） 

当地区においてスマートシティ化は大きな目玉である。ヘルスケア、モビ

リティ、エネルギーの３分野を軸にそれぞれの構想はあり、住民から期待さ

れてはいるものの、それぞれ具体的にどのようなサービスとして提供される

かを明確化するには至っていない。また、各分野のスマートシティ機能の連

携により生み出せるであろう相乗効果の検討、及び当地区の各施設群（ハー

ド面）の機能との連携検討も行う余地がある。 
今後、実証実験等により住民や来訪者の受容性の確認、実現可能性の検証

を行いながらそれぞれのサービスを具体化していくとともに、機能連携（サ

ービス間、サービス⇔施設）によりどのようなトータルサービスを提供でき

うるかその可能性を検討していくことも必要である。 
 
・エリアマネジメント組織の立ち上げフェーズの資金調達 

今回、エリアマネジメント組織がファイナンス面で自立するための事業案

を立案したが、エリアマネジメント組織の立ち上げ後すぐに収益を上げるこ

とは難しいことが想像できる。エリアマネジメント組織の事業が軌道に乗っ

て安定的に収益を得られるようになるまでの期間を支えるための資金を何

かしらの形で調達することが必要になる。 
 
・エリアマネジメント組織を担う企業の誘致 

今回の調査を通して本市の地域企業はエリアマネジメント組織に参画す

る意欲があることを確認できたが、地域企業だけではスマートシティ化を含



73 
 

む当地区の全体エリアマネジメントを担うことは難しいと推察する。地域企

業だけでは不足するスキルや専門性、リソースを補う外部企業の誘致も必要

である。 
企業を誘致する上では、エリアマネジメント組織の形態や条件、考えられ

る行政サポートなどを明確にしておくことが必要になる。 
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② 課題の解決のために想定される手段、検討すべき事項 
 上記の課題を解決するための手段として下記が必要であると考える。 
 
・当地区の施設群（ハード面）の開発を推進するプロジェクトマネジメント

機能の設置 
各施設の構想・仕様の具体化、及び事業者誘致を横断的にリードするプロ

ジェクトマネジメント機能を立ち上げることで、各施設開発を連携させつ

つ、スピーディーに進めることが必要である。 
  
・スマートシティ推進（ソフト面）と各施設開発（ハード面）を統括してリ

ードする全体エリアマネジメント体制の構築 
エリアマネジメント組織は、事業運営フェーズだけでなく、その前の、事

業開始するまでの立ち上げフェーズから全体マネジメントする役割を担う

べきである。スマートシティの各サービス間の連携（ヘルスケア×モビリテ

ィ×エネルギー）、及びスマートシティ機能と各施設の連携を促し、南新地

地区全体として統一感があり相乗効果が生まれるエリアとなるよう全体俯

瞰して事業化をマネジメントしていく必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図：事業開始するまでの立ち上げフェーズにおける体制イメージ 
 

・エリアマネジメント組織の立ち上げフェーズにおける公的サポート 
エリアマネジメント組織を立ち上げてから自主事業が軌道に乗るまでの

期間は、国や自治体の公的サポートを有効活用することも念頭に置く必要

がある（例えば、現金補助金、支払い保証、債務保証、収入保障、税制優

遇 など）。どのようなサポートの可能性があるか、国や自治体と共に整理

施設開発プロジェクトマネジメント 
（ハード面） 

スマートシティ全体推進 
（ソフト面） 

道の駅 温浴 
施設 

宿泊 
施設 

保健・ 
福祉・ 
子育て 

支援施設 

その他
施設 

ヘルスケア モビリティ エネルギー 

全体エリアマネジメント 
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し提示できるよう準備しておく必要がある。 
 
・エリアマネジメント組織の参画形態や条件の明確化、及び候補企業との

継続的な対話 
 エリアマネジメント組織への参画企業を誘致するためには、考えられる

参画形態（合弁会社、資本参加、業務提携、業務委託 等）や条件となる規

制や制度（例えば、都市再生特別措置法に基づく都市再生推進法人など）

の明確化、政策的枠組みの確立などが必要である。 

 
図：エリアマネジメント組織への参画形態の種類（例） 

 
また、企業の視点に立つと、当地区がどのようなまちになるのかが具体

的に見えてこないとエリアマネジメント組織への参画可否を判断すること

は難しいと推察する。故に、候補となりうる地域企業及び必要なケイパビ

リティを持つ外部企業に対して、説明会や勉強会、サウンディングなどの

場を積極的に設けて、少しずつでも情報提供したり、意見・要望を吸い上

げることで、企業の参画意欲を高めつつ、適した企業の探索・見極めを継

続的に進めることが必要になる。 
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６．資料編 
 
■エリアマネジメント組織の各事業案の収支試算 
 
＜データビジネス＞ 
本事業における収益のボリュームは、どのようなビジネスを行うかによって

大きく左右されるが、将来的なデータビジネスの市場規模を元に収益試算を行

った。試算のための条件を以下に記する。（各サービス項目の GDP 当りのパー

センテージは、あらおスマートシティ推進協議会設立総会（2019）の「スマート

シティとパーソナルデータエコシステム、橋田浩一」発表資料から推定値を引用

したものである） 
・国内 GDP：約 550 兆円（国内における個人向けサービスの価値相当額） 
・国内一人当たり GDP（＠2017 年）：449 万円（日本の GDP / 日本の総人口） 
・南新地地区 GDP：22.4 憶円（南新地想定居住人口 × 国内 1 人当たり GDP） 
・南新地地区想定居住人口：500 人（計画人口の半数を設定） 
・個人とサービス提供者をマッチングする仲介サービス：GDP の約 20％相当 
・個人データ売買の仲介サービス（狭義の情報銀行）：GDP の約 0.1％相当 
・統計分析のためのデータ購入：GDP の約 0.5％相当 
・南新地地区内ステークホルダー数：50 社 
・南新地地区想定世帯数：200 世帯（想定居住人口/世帯当たり人数） 
・荒尾市世帯当たり人数：2.55 人（平成 27 年国勢調査確定値） 
・月当り API 基本料金：約 2.2 万円（グーグルマップ API 基本料金） 
・月当りクラウドサービス使用料：864 万円（グーグルクラウドサービスデー

タウェアハウス使用料金） 
・月当りクラウド周辺サービス料金：21.6 万円（グーグルモバイルアプリのバ

ックエンド使用料金） 
・データエンジニア給料：750 万円（業界平均値） 
 

表 データビジネスモデルの収益試算 
（単位：万円） 

事業内容 項目 収入 支出 算定方法 

データ

ビジネ

ス 

データ仲

介・販売 

サービス仲介 45,000   南新地地区 GDP の 20％  

データ売買仲介 2,245   南新地地区 GDP の 0.1％  

統計データ分析のため

のデータ購入 
11,225   南新地地区 GDP の 0.5％  
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API 使用料（企業、個

人）(subscription) 
1,320   

API 基本料金×南新地地区内ステーク

ホルダー数×12 か月 

クラウドサービス使用

料 
  10,672 

月あたりクラウドサービス使用料×

12 か月 

月あたりクラウド周辺サービス料金

×12 か月 

人件費（外注）   2,250 データエンジニア給料（年）×3人 

パートナー配当   300 初期投資金額の 10％保障 

パートナー返済   3,000 初期投資 3億と想定し、10 年で返済 

 
sub total 59,790 16,222 

 

Total 43,568 

 
 
＜エリアマネジメント組織の自主事業（法人向け）＞ 
エリアマネジメント組織の自主事業（法人向け）における収益性は、その事業

を担う事業者の力量や、当地区で想定されている施設やサービスの規模や仕様

などによって大きく変わってくるが、実現可能だと想定される範囲内で仮説を

置き、収益試算を行った。 
 

表 エリアマネジメント組織の自主事業（法人向け）の収支試算 
（単位：万円） 

事業内容 項目 収入 支出 算定方法 

自
主
事
業
（
法
人
向
け
）
＊ 

新サービス

/新テクノ

ロジー提供

企業向けの

実証実験 

コーディネ

ート(リビ

ングラボ)

ビジネス 

実証実験コーディ

ネート売上 
3,000   

実証実験場利用料及びコーディネート料

金 500 万円×6件 

＊業務支援コンサルティングの相場感を

参考に料金設定 

人件費  800 
コンサルタント年間給料 800 万円×1人 

＊業界平均を参考に設定 

調査委託費   1,200 

アンケート調査費 200 万円×6件 

＊Web アンケート調査分析(500 人分)の

相場感を参考に設定 

空きスペー

ス一括管理

ビジネス 

テナント企業から

の利用料及び管理

費 

1,200   

空きスペース利用料及び管理費 5万円×

12 ヵ月×20 件 

＊荒尾市におけるの貸店舗(50m^2)の家

賃相場を参考に設定 
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地権者への賃貸料   0 市所有スペースを無償活用すると仮定 

人件費   600 
従業員年間給料 500 万円×1人＋ 

アルバイト年間給料 100 万円×1人 

地域密着型

の人材紹介

ビジネス 

紹介手数料(社員) 1,500   
人材紹介手数料 150 万円×10 件 

＊社員想定年収 500 万円の 30％ 

紹介手数料(アルバ

イト) 
1,500   

人材紹介手数料 30 万円×50 件 

＊アルバイト想定年収 100 万円の 30％ 

人件費   1,100 
従業員年間給料 500 万円×2人＋ 

アルバイト年間給料 100 万円×1人 

各種経費   300 
宣伝広告費 等 

＊相場感を参考に設定 

荒尾マーケ

ティングデ

ータ提供ビ

ジネス 

データ利用料 1,000   データ利用料 50 万円×20 件 

調査分析委託費   500 
データ取得及び加工の委託費用×1回 

＊年 1回大規模調査/分析実施 

南新地ウェ

ルネス拠点

合同イベン

ト企画/運

営ビジネス 

イベント参加料 400   参加費 0.1 万円×1,000 人×4回 

イベント協賛金 1,200   協賛金 10 万円×30 社×4回 

運営費用   1,200 

1 回あたりの運営費用(人件費＋企画費＋

機材費＋製作費等)300 万×4回 

＊イベント運営費用の相場感を参考に設

定 

 
sub total 9,800 5,700 

 

Total 4,100 

 
 

＜エリアマネジメント組織の自主事業（個人向け）＞ 
エリアマネジメント組織の自主事業（個人向け）における収益性は、展開する

事業の数や規模によって大きく変わってくるが、エリアマネジメント組織が開

発・販売しうるプログラムおよび同等規模のイベント来場者数などの想定をも

とに、ネットワークや力量を踏まえて実施可能と思われる内容を想定した上、収

益試算を行った。売上試算のための仮定条件を以下に記する。 
・万田坑有料来場者数＠H29 年：30,847 人 
・荒尾市ふるさと納税 H30 年寄付金：約 1.1 億円 
・出水フルツルマラソン出走者数＠H29：1,961 人 
・2019 年度くまもと版地方創生移住・起業支援プロジェクト予算：約 1 億円 
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表 エリアマネジメント組織の自主事業（個人向け）の収支計算 
（単位：万円） 

事業内容 項目 収入 支出 算定方法 

自
主
事
業
（
個
人
向
け
） 

地域住民・来訪者向

けスマートヘルスツ

ーリズムプログラム

（仮）開発・販売 

プログラム

参加料 
308   

万田坑有料来場者数＠H29 年×1％

×5000 円 

サービス利

用料（プロ

グラム原

価） 

  108 
万田坑有料来場者数＠H29 年×1％

×3500 円 

来訪者向け「TaaS」

（Trip as a 

Service) 的プラット

フォーム運営 

アフェリエ

イト 
92   

万田坑有料来場者数＠H29 年×1％

×3000 円 

＊初期投資額除く 

＊旅行単価 30000 円×10％で試算 

人件費   90 
1050 円/時×6時間×3日/週×48

週×1人 

ふるさと納税を活用

した「あらおウェル

ネスサポーター」

（仮）運営 

ふるさと納

税原資 
110   

荒尾市ふるさと納税 H30 年寄付金

×1％ 

手数料 22   
荒尾市内事業者からの健康データ

にかかる手数料 

健康ポイン

ト原資 
  110 

荒尾市ふるさと納税 H30 年寄付金

×1％ 

地域住民・来訪者向

け運動系ヘルスケア

イベント運営業務 

マラソン参

加料 
1,960   

出水ツルマラソン出走者数＠H29

×1 万円 

運営費   1,370 参加費の 7割 

移住&就職プラットフ

ォーム運営業務（委

託形態） 

委託費 1,000   

2019 年度くまもと版地方創生移

住・起業支援プロジェクト予算×

約 10% 

運営費・事

業費 
  900 委託費の約 90% 

 
sub total 3,492 2,578 

 

Total 914 

 
 
＜エリアマネジメント組織の CID・BID＞ 
すべての事業が開始され、軌道に乗ることを想定した場合、初期投資に対する
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返済及び配当を除いても、大きい収益が見込まれる。この収益はエリアの持続性

や先進性を向上させる先行投資の原資となり、エリアの社会・経済の好循環を可

能にする。売上試算のための仮定条件を以下に記する。（各人件費は、求人情報

サイト indeed 調べによるものである） 
・南新地地区想定居住人口：500 人（1 世帯当たりの人員×世帯数） 
・南新地地区内ステークホルダー数：50 社 
・南新地地区想定世帯数：200 世帯 
・荒尾市世帯当たり人数：2.55 人 
・見守りサービス料金：990 円/月（九州電力家庭向けサービス Quun セーフテ

ィ＋多機能ボタンレンタル料金） 
・防犯料金：7,400 円/月（セコムホームセキュリティ、住宅兼オフィス・店舗・

医院プラン料金） 
・南新地地区の事業者の売上：123 億円（日本ショッピングセンター協会、シ

ョッピングセンター販売統計調査報告より、15 万人以下の地域におけるショ

ッピングセンター平均売上) 
 

表 エリアマネジメント組織の CID・BID の収支計算 
（単位：万円） 

 
事業内容 項目 収入 支出 算定方法 

C
I
D

・B
I
D

＆
非
営
利
事
業 

地域のコミュ

ニティづくり 
人件費   115.2 

1000 円/時×6時間×4日/週×

48 週 

まちの防災・

防犯、 

環境維持活動 

緊急サービス 

(住民向け) 
594   

駆けつけサービス料金 ×人数

（990 円×12 カ月×500 人） 

緊急サービス 

(事業者向け) 
446  

防犯料金×事業者数（7400 円

×12 カ月×50） 

保育スタッフ費   345.6 
1000 円/時×6時間×3日/週×

48 週×4人 

警備スタッフ費   1,152 
1000 円/時×8時間×5日/週×

48 週×6人 

美化ボランティ

アスタッフ費 
  75.8 

790 円/時×2時間×4回/月×

12 カ月×10 人 

エリアの価値

を高める 
負担金 12,342   

売上(ショッピングセンター協

会統計調査結果)×1%(米国、英

国の TIF をもとに算出) 
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「まちの賑わ

いづくり」 

イベント・アク

ティビティの開

催 

  600 50 万円/1 回/月×12 カ月 

公共施設・空間

の整備・管理 
  5,000 

公共空間の整備、植栽、オープ

ンカフェ備品代含めた公共空間

の改善費用 

スタッフ人件費   5,685 
熊本県の平均賃金 379 万円/

年×15 人 

エリア情報の

発信、宣伝・

プロモーショ

ン 

情報発信、人材

紹介 
50   

1 万円/年（横浜駅西口まちづ

くりサポーター会費より）×50

社 

スタッフ人件費   
86.4 

 

1000 円/時×6時間×3日/週×

48 週×1人 

 
sub total 13,430 13,060 

 

Total 370 

 
 

以上 
 


